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会 議 録 

会議の名称 第３回（仮称）つくば市陸上競技場整備基本計画策定検討 

会議 

開催日時 令和５年(2023 年)４月 28 日 開会 10：00 閉会 12：00  

開催場所 つくば市役所 会議室 201 

事務局（担当課） 市民部スポーツ施設課 

 

出 

席 

者 

 

委 員  

 

有田智一委員（座長）、香田泰子委員（座長職代理）、 

大山卞圭悟委員、宮本恒男委員、冨田竜夫委員、 

浜中勝美委員、木村清隆委員、長塚俊宏委員、 

柳下浩一朗委員、遠田玲子委員 

その他  

事務局 

 

大久保市民部長、池畑市民部次長 

武笠スポーツ施設課長、瓜阪係長、島田係長、小池主任、 

今泉主事、雨宮主事 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数   ０人 

非公開の場合はそ

の理由 

 

 

議題 

 

（仮称）つくば市陸上競技場整備基本計画について 

 (1) 基本計画の策定スケジュールについて 

 (2) 基本計画について 

(3) ワークショップについて 

会

議

次

第 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 議事 

(1) 基本計画の策定スケジュールについて 
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(2) 基本計画について 

(3) ワークショップについて 

４ 閉会 

＜審議内容＞ 

１ 開会 

 

２ あいさつ（市民部長） 

 

３ 議事 

(1)（仮称）つくば市陸上競技場整備基本計画の策定スケジュールについて 

座長：議事(1)の基本計画の策定スケジュールについて事務局から説明してくだ

さい。 

事務局：資料１について説明 

座長：ありがとうございました。それでは、ここまで事務局から説明のあった内

容について、御質問、御意見等はございますか。 

（意見なし） 

 

(2)（仮称）つくば市陸上競技場整備基本計画（案）について 

座長：それでは、議事(2)の基本計画について、事務局から説明をお願いします。 

事務局：資料２、資料３について説明 

座長：事務局から説明のあった内容について、今回の会議で特に議論する点とし

て、資料２の 60 ページ「3.5.2 駐車場・駐輪場」について、どれくらいの台

数を整備することが適切かについての検討と、それを踏まえた上で資料３の

「ゾーニング図・動線図（案）」について、どのようなゾーニング図とするの

かについての検討があります。こちらについて、御質問、御意見のある方はご
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ざいませんか。また、今日御欠席の委員の方から何か事前に御意見をいただい

ていますか。 

事務局：欠席の委員には、事前に資料を配布させていただきまして、一通り御説

明差し上げたところ、特に御意見はありませんでした。 

座長： はい、お願いします。 

委員：説明ありがとうございました。ちょっと教えていただきたいのが、この各

案の特徴の比較整理の一番最後の部分をちょっと見させていただいて、５ペ

ージの観客席規模。Ａ案、Ｂ案は 5,000 人収容、Ｃ案は 2,500 人というのは、

もう少しどんなイメージかわかりやすく説明していただきたいということ

と、もう一つ、６ページの地域交流の場についてプランＡ、Ｂ、Ｃでそれぞれ

内容が変わっていますので、これをもう少し具体的にわかりやすく説明して

いただきたい。十分な確保と、あまり確保できない案があるということなの

で、もう少し地域交流の場の活用の説明と、5,000 人収容と 2,500 人収容の違

いをもう少しわかりやすくお願いします。やはり地域で使うという意味で、そ

の地域コミュニティの使い方をこれからもっと考えていくと思うのですけれ

ど、やはりその自由度がある方がいいなという意見を持っていたので、ちょっ

と詳しくしていただきたいということです。 

事務局：観客席の方は今確認しております。少しお待ちください。 

  地域交流の場ですけれども、プランＡ、Ｂ、Ｃというところで、プランＡが

メインスタンドから離れた位置に小規模な空間しか確保できないと申し上げ

ましたが、サブトラックの南側あたり、この少し赤い点線で囲われたエリアが

日常的に自由に使える空間かなと考えております。陸上競技場本体やサブト

ラックの方は、有料施設となる可能性がございますので、そうなると日常的に

地域の方が集まって軽い運動をするといった場合には、このサブトラックの

南側のエリアが自由に使える空間というところで表現をさせていただきまし

た。したがって、プランＡの場合ですとそういったところが、プランＢ、プラ
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ンＣに比べると少ないかな、というような表現をさせていただいたところで

す。 

委員：プランＢとＣは、面積的にこれはそんなに変わらないと思うのですけど。

ゾーニングがちがう以外には。 

事務局：面積の部分が一番大きいかなと思います。プランＢとプランＣでいきま

すと、陸上競技場本体の北側のエリアですとか、東側のエリア、さらには南側

のエリア、そちらの緑の部分についてプランＣの方が多くなっていると思い

ますので、プランＣと比べるとプランＢは少し小規模かなというところの表

現をさせていただいております。 

委員：ということはこのコミュニティ広場だけの面積ではなく、この緑の多目的

広場も入れて、両方入れた意味でのコミュニティという意味でしょうか。 

事務局：そうですね。このピンクのところだけではなくて、緑の部分全体という

表現です。わかりにくくて申し訳ございません。 

委員：なるほど、わかりました。 

座長：はい。他の方、お願いします。 

委員：御説明ありがとうございました。60 ページですかね。やはり最終的なゾ

ーニング図に反映されるということで、一番やっぱり、肝心なところの駐車場

問題になるのかなと思います。本日その交通手段分担率という言葉を、初めて

ここで目にしました。最大来場者数に平均的な乗車人数を掛けたもので約 708

台でしたが、そういったものが示された中で、今度交通手段分担率という 63

％をかけることによって、車の台数をある程度抑制できる数字としてはここ

に示されていますけれども、この考え方、分担率というのは送迎等をしてく

る、必ずしも車を止めないということも踏まえてということでよろしいです

か。 

事務局：送迎等に関しましては、こちらの駐車台数には含まれておりません。あ

くまで車で来られて駐車場に停める方ということで計算をしております。 
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委員：ですよね。そうしますと、先ほど説明の中であったとおりなのでしょうけ

れども、逆に自転車の方は、増えてしまうのではないかと。自転車の駐輪場の

問題って、50 台程度はあまり大きな問題にはならないのでしょうけれども、

実際に車が 700 台停まるのか 540 台停まるのかで、だいぶゾーニング図の中

でのコミュニティ施設の大きさであったりというのも変わるのだろうなと思

うのですけれども、このあたりはどう我々は理解すればいいですか。最終的に

その 63％を掛けたものが本当に正しい駐車台数になる、ということでよろし

いのか、やはりそうではなくて、最初に示したような 700 台を想定したほうが

いいのか、というのは少し判断しにくいなと思ったのですけれども。 

事務局：今、委員がおっしゃるようなところは私どもも悩んでいるところでござ

います。つくば市は特に車を利用される方が非常に多いことが想定されます

ので、かなりの台数の駐車場を必要とすることが考えられます。ただ具体的に

どれぐらいの駐車場の台数を常時用意しておかなければならないのかという

ところが、非常に悩ましいところでございます。参考ですけれども、同じ第３

種の石岡の陸上競技場ですと、650 台の駐車場が用意されております。ただし、

大会等で利用されると満車になってしまうけれども、日常的に、例えば平日の

今の時間帯ですと、満車になることはないというようなお話は聞いておりま

すので、そういった観点から、常設でどれぐらい用意する必要があるのかとい

うところが、一番の悩みの種でございます。ですので、常設の台数をある程度

抑制した場合であっても、臨時的に使える場所というのは、ある程度確保する

必要があるのかなというところで、今回のプランＢやプランＣの案を出させ

ていただいているところです。 

委員：はい、わかりました。ありがとうございます。 

委員：資料３の動線について、全てのところに共通するのですけれども、私がも

しここに行くとなったら、車でおそらく行くと思うのですけれども、駐車場が

南北に分かれていることによって、感覚的に近い方に行こうと思って南側の
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駐車場に行って、でも満杯だったという時に北側の駐車場に移ることになる

と思うのですね。その時の動線が考えられていないように思うので、そのあた

りはどうお考えなのかということ。自転車はちょこちょこいけると思うので

すけれども、車に関してどうお考えなのかというところで、よろしくお願いい

たします。 

事務局：駐車場につきましては基本的に、一般の来場者の方の動線としまして

は、北側の駐車場に集中させたいと考えております。南側の駐車場に関しまし

ては、例えば大会の役員の方とか関係者の方に停めいただいて、その他の参加

者、一般の方につきましては北側の駐車場に集中して止めていただくように

考えております。 

座長：はい、お願いします。 

委員：御説明丁寧にありがとうございます。すごくわかりやすく理解しやすいの

ですが、２点ほど。まず説明を聞き漏れたのかどうかわからないのですが、そ

れぞれゾーニングの中で西側のところに、ロータリー（バス停）のグレーの丸

いマークがございますけども、これは送迎のバスが、一時的に乗車のお客さん

降ろすような場所である、という理解でよろしいでしょうか。 

事務局：はい、そのとおりです。 

委員：そうするとここに入っていく動線といいますか、この道路については、こ

れから畑の西の方の道路の拡張とか何か考えられている、ということを含め

てのことでよろしいですか。 

事務局：それにつきましては、バスの動線につきましても北側の駐車場から入っ

ていただくことを想定していますので、動線図でいきますと北側の黒い点の

矢印のあるところから入ってきて、今おっしゃっていただいたロータリーの

ところを通るような形で、また戻っていただくというようなルートを考えて

おります。 

委員：失礼しました。敷地内の中に入るのですね。 
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事務局：説明が不足して申し訳ありません。敷地内に道路を作る予定でございま

す。 

委員：了解です。それとあともう一つ、先ほど委員からもございましたけれども、

地域交流の場ということなのですが、本当にありがたいなと思うのですけれ

ども、地域というと別に上郷だけじゃないと思います。こちらに書かれている

のはあくまで屋外のことを想定されていますが、36 ページの９番の「地域の

交流拠点」という項目では、屋内の交流の場として 50～60 人が入れる交流拠

点となる場所を設けて欲しい、ということですけれども、これに相応すること

については、どちらに含んで考えたらよろしいですか。 

事務局：屋内の設備につきましては、40 ページの表３-１のところで、管理棟と

いうところの一番下のところに地域の交流拠点というところを表現させてい

ただきました。イメージ的には、管理棟の中に大きめの会議室のようなものを

置かせていただきまして、そちらを例えば地域の 50 から 60 人の方が集まっ

た何かの会議をやられる場合に御利用いただくとか、或いはその他の御利用

も考えられますので、比較的大きめな会議室を管理棟の中に設置させていた

だくというような案を出させていただいております。以上です。 

委員：はい、ありがとうございます。そうしますと、管理棟の中の会議室は大き

めのこういった部屋ということなのでしょうけれども、それはスポーツに関

係なく独立して出入りができるような、細かな話ですけれども、トイレ等にも

自由に行き来できて、そこの部屋だけ地域の方が使うために開放する、そのよ

うな形で考えていただければなと思っております。同じ建物だとしても、トイ

レや給湯もしくは自動販売機とか、そういった利用が施設が開いている時で

ないと使えないということでなく、独立して、夜の交流等での会議でも使いた

いとか、地域の場合多くございますので、何か一般の交流センターの会議室と

同じような仕組みに作っていただけたらなと思っております。要望といいま

すか意見として、以上です。 
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座長：ありがとうございます。 

委員：緻密な計画ありがとうございました。私は基本構想の策定委員会の方にも

出席させていただきました。その基本構想の策定の時も再三申し上げてきた

のですが、陸上競技場もさることながら、このエリア全体が、地域の人たちが

自由にここを使えるような、つまり運動公園構想ですね。陸上競技場だけじゃ

なくて、陸上競技場の外も自由にランニングをして汗を流したり、そういうこ

とができるような施設になって欲しいなということを申し上げてきました。

確かに利用者人数には、カウントされないかもしれません。先ほど市民部長さ

んが、地域の人が使いやすい施設を作りたいとお話されました。ですから、あ

そこに行けば汗を流せる、要するに陸上競技場がメインですけれども、陸上競

技場に縛られるのではなくて、陸上競技場を含めた運動公園というか、そのよ

うな施設であったらいいなと、と思うのですね。 

あとは、先ほど委員もお話しましたけれども、施設に入って自動販売機もあ

るとか、管理の問題もあるかもしれませんが、そういうふうに自由に使えると

思うのです。陸上競技場は多分閉まっていると思いますから、なかなか入れま

せん。陸上競技場の外側を誰もが利用できるような、そういう施設であって欲

しいなと思います。以上です。 

座長：今の御指摘に対して何かございましたらお願いします。 

事務局：まず今お話しありました、管理棟の中の使い方ですけれども、具体的に

はまだこれから検討していきたいと考えております。 

  今スポーツ施設課の方で「（仮称）みどりの学校プール」というものを作っ

ておりまして、プール施設なのですが、そちらの方にも同じように、施設の中

に会議室というものを御用意する予定です。会議室につきましては、広々とし

た空間ですので、通常は仕切りをせずに、誰もが自由に入ってきて少し談笑し

たりとかができるような空間を御用意させていただきます。例えば会議室と

して使用したい場合には、間仕切りを設置しまして外部から声が漏れないよ
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うにとか、そういった形の施設を整備する予定でございますので、そのような

例も考えながら、この会議室のあり方についても今後検討していきたいと思

っております。 

  また、屋外の日常的な使い方ですけれども、資料３の方の動線図を今一度ご

確認いただきたいのですけれども、こちらで歩行者動線というところで赤い

点線がこの施設内をぐるりと回っているかと思います。この中の一部をウォ

ーキングですとかランニングに使えるような整備を考えております。こちら

もどのような整備とするかについては今後の検討ではありますけれども、他

市町村の例ですと、きちんとしたタータンを整備されているようなところも

あるので、そういったところを参考にしながら考えていきたいと思っており

ます。以上です。 

委員：私も今お話しようと思ったことをお答えいただいたのですが、陸上競技場

の利用もしながら、やはり外側も使えるということで、私は前からここで、ミ

ニ駅伝大会がやれたらいいなということは話したのですね。1.5 キロないし２

キロぐらいのコースがあれば小学生の駅伝大会も開けると。今、道路で駅伝大

会はほとんどできないですので、せっかく新しく作りますから、そこで上郷の

ちょっとしたミニ駅伝大会が開かれるような、そういうのもあってもいいの

かなと思います。外側ずっと歩行者動線がありましたけど、駅伝となると、子

供たち或いはランナーが安全に走れるようなスペースも必要になるのです

が、御一考いただければと思います。以上です。 

委員：そういった意味で、委員と同じ意見なのですが、このＢ案とＣ案の歩行者

動線と細園路がだいぶ違うのですよね。Ｃ案にはだいぶ細園路がある。この違

いの説明をもう一度お願いします。 

事務局：細園路につきましては、作り方ではあるのですけれども、比較的Ｂ案、

Ｃ案ですと緑のエリアというのが多く取れますので、ただ広い芝生広場だけ

を用意するのではなくて、中の通路といいますか、そういったところを少し散
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策するような形での通路を設けたらどうかというところでの御提案でござい

ます。 

委員：イメージとしては花壇とか、そういうイメージでもよろしいのでしょう

か。 

事務局：サブグラウンド的な機能のところに設けてしまうと逆にちょっと邪魔

になってしまうのかなと思いつつ、そういった花壇的なものであるとか、そう

いったものも十分に考えられるのかなとは思っております。 

委員：それで、先ほどの観客席の 2,500 と 5,000 は、この黄色い部分という意味

なのかな、ちょっとどの辺が観客席なのかというイメージかが見えないので

すよね。 

委員：ゾーニングのプランＡのサブトラックを、サブトラックとしてこのように

囲って仕切ってしまうのではなく、他と同じように多目的広場に直線路 100ｍ

を作ってオープンにするというのは考えてはいないですか。 

事務局：サブトラックの扱いにつきましては、そこまで具体的なことはまだ検討

しておりません。サブトラックは、陸上競技場と同じく有料施設とするか、逆

に無料施設として一般的に開放するか、そこまでまだ検討はしておりません。 

委員：もし、大丈夫なのであれば、ここをサブトラックとして囲うのではなく開

放すると、プランＡでもかなり皆さんがくつろげる場にはなるのではないか

なと思ったので、意見として言わせていただきました。 

座長：まだ御発言いただいてない方、よろしければ。 

委員：それぞれＡ案、Ｂ案、Ｃ案の中で、施工までの予算も微妙に違うのか、全

体からすればそんなに大きくは変わらないのかと思ったりもするのですが、

ただそのものを今度管理運用するにあたって、毎年予算がかかるもの、何年か

に１度大掛かりでかかるとか、そういった老朽化対策とかを見たときに、それ

ぞれのランニングコストといいますか、運用コストについても、何かお聞かせ

いただければと思っております。 
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Ｃ案のその細園路というのは素敵だなと思いながらも、こういったのも、素

敵なのですけれどもお金がかかる、でも作って欲しいなとかいろんな思いが

あろうかと思いますので、サブトラックを作ることによって、どうなのかなと

いうこともありますし、極端にサブトラックにお金がかかるのであれば、Ｃ案

のような形で緑豊かにして、上郷小学校のグラウンドも 200ｍありますので整

備しておいて、必要な時にこちらを使えるとかですね、何かその辺の予算的な

ことの見通し等、御紹介いただけたらお願いいたします。 

事務局：具体的な金額までは試算をしていないのですけれども、一般的なイメー

ジとしまして、まず駐車場を整備するのと緑地帯を整備するのとでは、ランニ

ングコストがどちらの方が高いのかと申し上げますと、おそらく緑地帯を作

る方がランニングコストがかかると考えております。アスファルトの駐車場

は一旦整備すればそれで向こう数年、十数年はそのままの状態で保つことが

できるのですけれども、緑地帯に関しましては、年間数回の植栽の手入れであ

るといったコストが必然的にかかりますので、緑地帯を増やすことの方がラ

ンニングコストがかかると想定しております。また陸上競技場本体もそうな

のですけれども、トラックの面にタータンを整備しますと、陸上競技場本体で

も数年に１度の公認の審査もございますし、それに必要な整備修繕等も必要

になります。サブトラックにつきましても同じような公認はとらないと思い

ますけれども、タータンの修繕とかに費用がかかると想定しております。 

委員：ありがとうございます。結構です。 

委員：ゾーニングの中で、Ｃ案では、臨時駐車場は通常はどういう形の使用を考

えていらっしゃるのか、その辺を教えていただければと思います。 

事務局：臨時駐車場の斜線が入った部分に関しましては、芝に保護ブロックを使

用した、完全な芝ではなくて少し駐車場としても利用が可能なように、下にブ

ロックを引いたような形での整備を考えております。 

委員：二つあります。まず一つは、前回も申し上げましたけれども、競技者が競
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技に入る前に、汗を流せるウォーミングアップできる場所があるということ

は大変すばらしいことだと。笠松は別ですけども、県内の競技場を見渡して

も、こういう施設はありません。筑波大学は第３種ですけれども、グランドの

周りに広いスペースがありますから、あそこで汗を流せるのですが、他の競技

場はこういうスペースはありません。私はサブトラックまでいかなくても、汗

を流せる場所を少しでも確保できたらいいなと思っています。100ｍのタータ

ンで作ってもらえるならば、これはもう素晴らしい。ただサブトラックまでは

要求はしません。そうするとちょっとまた考えが変わってくるかと思うので

すが、サブトラックのある競技場は繰り返しになりますが、県内にはありませ

ん。笠松だけです。 

それから二つ目ですが、先ほど利用者人数ということが出ました。龍ケ崎は

サッカーの利用者人数は入っていませんか。あそこはサッカーの試合が年中

あります。このつくば市の陸上競技場でサッカーを入れるとなると、天然芝で

すから、そのメンテナンスも大変だなと思います。サッカーの利用についても

ちょっとまだ具体的には考えてないかもしれませんが、ちょっと数字からこ

う考えたものですから、以上です。 

事務局：委員からサッカーの御指摘があったのですけれども、おっしゃるとおり

でして、陸上競技とサッカーというものを同時にやることはなかなか難しい

のが現状だと思っています。中でサッカーをやっていてボールが転がってし

まって、陸上を練習している人にボールが当たってしまうということがあっ

てはならないなと思っています。ただサッカーの利用という場面も想定はし

ていますので、例えば月に１回サッカーの大会とかを行うとか、そういう利用

の仕方が現実的ではないかと私たちの方で想定はしております。 

委員：御説明いろいろありがとうございました。コミュニティ広場のところで、

いろいろな人たちが普段活動できるように、というところで先ほど足元は芝

生ということを想定されていると思うのですけれども、また、それを陸上競技
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場のウォーミングアップ的なものにも使えるということはあると思うのです

けれども、そういう点では、グランドの平坦さというか維持管理がなかなか難

しいのかな、というところと、それから例えば車椅子或いはベビーカー等を使

っている方がこういったところで自由に遊ぶ、一緒に参加するということに

なると、なかなか芝生だと移動が難しくなってくるのかなということもあり

ます。芝生はもちろんいいと思うのですけれども、何かいい形で移動しやすさ

だとか、そういったあたりのところも少し考えていただけたらなと感じてお

ります。以上です。 

座長：何か事務局の方からございますか。 

事務局：御指摘ありがとうございます。確かに車椅子の方ですとかベビーカーの

方だと、逆に芝生だけのところは非常に移動しづらいという御意見を頂戴し

ておりまして、その辺りをどうしようかと今まさに検討していきたいなと考

えているところです。すみません、お答えになっていないかもしれないですが

申し訳ありません。 

あと先ほど委員から御指摘いただいた、資料３の５ページ、芝スタンドのと

ころのプランＡとプランＢにつきまして、斜面分を合わせて全体で 5, 000 人

収容という箇所ですが、すみません、誤りでございました。全て芝生スタンド

で 2,500 人収容というものが、プランＡ、プランＢ、プランＣで全て共通とな

ります。御指摘いただきましてありがとうございました。修正させていただき

ます。 

座長：あといかがでしょうか。 

委員：お伺いしたいのですけれども、資料２の 40 ページのところに雨天走路に

関する記載があったと思うのですけれども、雨天時の対応はもちろんですけ

れども、暑い日のとき、それから災害時に例えば人が一時的に避難するときの

ことを考えても、雨天走路が整備されているというのは非常に重要なことだ

と思います。現時点の想定では、雨天走路は例えばこの管理棟のところに設置
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するというような想定なのか、それとも、どの案でもそうですけども、ウォー

ミングアップ用の走路を雨天走路にするということなのかという点で言いま

すと、そこはいかがですか。 

事務局：当初は管理棟の中に設置をすることが良いかと考えておりました。ただ

笠松の競技場ですと、メインのスタジアムの隣にサブトラックがありまして、

そこに屋外なのですけれども屋根つきの直線の雨天走路が整備されているこ

とを知りましたので、そちらの方がいいのかなとも思っております。事務局の

方でも、どちらがいいのかというところは悩んでいるところではございます

ので今の段階でどちらというところではございません。以上です。 

委員:わかりました。どちらもあるといいと思うのですけれども、ただメインス

タンドと管理棟というのは、作り方によっては外側には庇がつくれて、走路と

いうほどでなくても、避難ができたり、雨の日にちょっと動いたり暑い日に日

陰で動いたりというようなことが、やりやすい場所ができますので、そういう

ことも想定して走路は走路でつくって、管理棟の外のところは少し日陰とか

雨をよけられるようなところがあるとなお良いと思います。両方立派なもの

というのはちょっと望みすぎだと思うのですけれども、最初からそういう想

定で少しスタンドの裏の庇を長く取る等、そういうことをやっておくとより

良いものになるのではないかなと思いました。以上です。 

事務局：ありがとうございます。我々も競技場を使う立場にいないもので、どう

いったものがいいのかなと悩んでいたところに、実際に使われる方の立場と

しての御意見だと思いますので、非常に参考になりました。ありがとうござい

ます。 

委員：Ｃ案のいいなと思ったことなのですけど、駐車場と陸上競技場の間に多目

的広場があるというのが良いと思います。私は農業体験で 100 人ぐらい受入

れるのですけど、やはり駐車場から目的地までが近い、特に親子連れの場合に

は、親の見えるところに、子供が遊んでいるというのは非常にありがたいので
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すね。だから、これはいいなあと思いました。ぜひこのように、親子連れが来

ても、見る人と子供が遊んでいるところに、安全な視点をもって車に乗り降り

する人たちが、だいぶ多くなるのではないかなと思うので、Ｃ案のこの多目的

広場が間にあるというのが、私はいいなと思いました。 

また、築山はぜひ作って欲しいなと思っています。しいて言うと、Ｃ案では

築山があって、Ｂ案では面積は若干小さいのですけど、Ｂ案では無理なのです

か。築山が入ってないというのは、やはり面積上小さいから無理なのでしょう

か。ちょっとした坂があると、いろいろな運動や転がったりなどオープンな遊

びができるので、ぜひ築山を入れていただきたいと思います。 

事務局：築山の話ですけれども、プランＢ、プランＣですと、少し緑地帯の面積

が大きいので、そこにいずれも防風林的なものを用意するしかないとは考え

ております。そちらに合わせて、どれぐらいのものができるかというところ

は、まだ想定しきれてない部分もありますけれども、御意見を反映させていけ

ればなと考えております 

  また、ゾーニングの話なのですけれども、先日開催した「障害者スポーツ・

バリアフリーに関するワークショップ」の方でも同じようなゾーニングの話

が出まして、後で細かいところは御紹介しようと思っていたのですけれども、

駐車場について、障害者の方が駐車場に車を停められて、そこからメインのス

タンド或いは競技場、サブトラック、グラウンドのところに行くまでの動線と

いうものが最短距離である方がありがたい、という御意見は頂戴しておりま

した。そうなりますと、どのような形でどこに駐車場を設けてどこに管理棟を

設けてといったところを、少し考えていかなくてはならないというところで

宿題をいただいたところでございます。 

委員：今のことに関連することですが、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案を見たときに、大会は、

普通、競技に入る前に招集コールというのがあり、競技に参加する選手を確認

するのです。その場所は、笠松はほとんどが競技場の北側です。サブグラウン
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ドが北側にありますから、サブグラウンドから競技場に向かってそこで招集・

確認をします。Ａ案だと、バックスタンドの側なのですね。私も見たときに、

例えばここから 100ｍのスタートに来るのは遠いなという感じを持ったので

す。1,500ｍとか、400ｍ、800ｍのスタートには近いですけども、100ｍのとき

はちょっと遠いというのが、プランＡの方です。位置的には、やはりプランＣ、

ここでウォーミングアップをして、そしてすぐに招集に入るというのが、競技

者にはちょうどいいのかなと思います。先ほどの障害者の駐車場との関係も

ありましたけども、私的にはこのプランＣで、ここで汗を流してすぐにコール

という形が良いと思いました。以上です。 

座長：はい。まだ御発言いただいていない委員、もしよろしければ。 

委員：私は陸上専門ではないのですけれども、いろいろな競技場で大会が行われ

ている様子を見ると、一番は、子供たちが使う目線なのか、先ほどから言って

いる地域の方が使う目線なのか、それによっても本当に大きく違ってくると

思うのですね。大会とかを実施するとなると、やはり私が一番考えるのは駐車

場がない。龍ケ崎のたつのこフィールドは、後から行くとどこに停めればいい

のか、という感じになり、やはり近くの停めてはいけない商業施設に停めざる

をえないような状況になってきているので、そういうことを考えると、中学生

等による競技大会等を考えるのであれば、やはり駐車場をある程度メインに

考えていただきたいし、やはり地域の方が憩いの場とか運動する場とかそう

いう場として使うのであれば、やはりそういった多目的広場的な部分をメイ

ンに考えていかなければならない、と考えますので、まずは中心として考えな

くてはいけない部分というのを、皆さんで議論した中で、方向性を導き出して

いくのがいいのかなと考えます。以上です。 

座長：はい。どうぞ。 

委員：今、委員の意見ももちろんあるかなと思うのですが、43 ページの同時来

場者数の想定というのが少し先ほどから気になりました。今のその中学生の
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大会の時の駐車場問題ですよね。想定が 2,200 人程度というところがピーク

なのかなと想定していますけども。今のつくば市の小中一貫の学園の生徒人

数はもう 2,200 人を超えているような学校もあるわけです。この学校が、せっ

かくつくば市にできた陸上競技場を利用して、運動会とか体育祭を開催した

いというような場合を、これ想定していましたかね。今でももちろん学年ごと

に、おそらく日にちを変えて運動会・大会、体育祭を開催しているという話は

聞いていますけれども、学園の森も１年生から６年生まで多分 1, 500 人超え

ているかなと思います。その１年生から６年生の運動会を、ぜひここでやりた

いという想定を考えた場合に、１人に対して 1.5 人ぐらいの父兄がやはり見

学に来るのかなということを考えると、今のその規模感で大丈夫かなと少し

心配になりました。もともとそれを想定した方がいいのか、それは想定せず

に、今の流れのままいくのか。どうなのでしょうか。 

座長：事務局の方いかがですか。 

事務局：まず市内の小中学校の陸上競技だけではなくて、運動会等での利用をも

ちろんしていただければいいなと思っております。一方で今、委員から御指摘

いただいたような、生徒数が１校で 1,000 人 2,000 人近い小学校・中学校の

運動会を行うというところまでは、正直想定しておりませんでしたので、児童

・生徒がどうやってそこに行くのか、仮に児童・生徒はバスを使ったとしても、

今おっしゃるように父兄については、１人ないし２人が車１台で来るという

ような想定になりますので、1,500 人の方の父兄が１度に来られた場合に、最

大で見込んでいる 700 台の駐車台数でも見込めなくなってしまうのかなとい

うところが正直なところです。 

委員：そうですね、そう想定すると大変難しい問題が発生しますけど、その周辺

で、臨時で駐車場として開放できる、お借りできるというようなスペースがあ

るかどうかは、やはり今後大事な部分かもしれないですよね。 

座長：今の観点で、万が一の時に周辺に臨時でお借りできるかというのは、他の
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地域ですと、関係ない商業施設のところに行ってしまって御迷惑をおかけし

てしまうことあると思うのですが、ここはそもそもそのような既存の他の駐

車場の利用というのは期待できなさそうに思うのですが、いかがですか。 

事務局：まだ、確認を取っていない勝手な発言になってしまうのですけれども、

道路を挟んで反対側に上郷小学校がありまして、ここの駐車場は比較的広い

駐車場ですので、例えば休みの日に関して言えば、その駐車場が御利用いただ

けるのかなと思います。ただ平日は教職員の方の駐車場としてある程度台数

必要になってくるので、平日の運動会等の開催で臨時的に使うにしても制限

があるのかなというところは考えられます。以上です。 

座長：すみません。よろしいでしょうか。いろいろ皆さん御意見いただいて、い

ろいろなお立場から、この新しい施設への期待があろうかと思いますし、それ

ぞれのユーザーの視点から違う要求内容があるかと思うのですが、そこでそ

ういう意味で、私も委員の御意見に思うところがあります。やはりいろいろ一

長一短というか、トレードオフになってしまいますので、最終的にはどの要求

を、優先順位をつけるのだということを最後は御議論いただかなければいけ

ないのかなと感じました。そういう意味でいうと、非常に幅広い意味で地域の

方にも愛着を持っていただけるということも大事でしょうし、或いはもう少

し幅広く、総合的に、運動公園的な機能というか、そういう面も大事かと思う

のですが、しかしまずはそもそもきちっとした記録を取れるというアスリー

トファーストで、ここでちゃんと記録は取れるとか、見当違いな想像かもしれ

ないのですけど、アスリートの方にとってここは自分の自己ベストが出せる

ような場所だったのだとか、或いは相性があってここだとなぜかいつも記録

が出ないのだよねというような記憶が残るのか、ここはとても気持ちよく使

えて自分の自己ベストは出せたのだとか、或いは障害者の方がここを使って

ここは使いやすかったしとてもいい大会の思い出ができたという、まずそう

いうアスリートの方にとって、とてもここは使いやすくて良い場所だった、と
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いうような記憶を持ってもらえるということもやはり大事なのかなという気

がしております。その観点で、例えば障害者の方のアクセスなど、解決すべき

問題はたくさんあったと思いますし、あと、ちょっとお尋ねしたいのは、この

プランＡ、Ｂ、Ｃで駐車場とか、多目的広場との関係があったのですが、そも

そもサブトラックは直走路か、またサブトラックはそれほど必要性が高いも

のではないという理解でいいのか、私は専門ではないため分からないのです

けれども、あとはこのプランＡ、Ｂ、Ｃで陸上競技場の向きも微妙に違うので

すけれども、その辺りの一長一短について、やはりまた皆さんに慎重にいろい

ろ比較検討していただければなと感じた次第です。 

委員：座長から、陸上競技場の向きの話がありましたけども、大体、県内の陸上

競技場はほとんどが南北です。多少の傾きは違っても、筑波大学もこの形です

ね。100ｍのランナーが北から南に向かって走るという形になっています。 

委員：陸上競技場の方向の話ですけれども、筑波大学も委員がおっしゃったよう

に、南北なのですけれども、少しの傾きの差が、何か大きな差を生むかという

と、それほど問題にはならないのかなと思っております。ただ、強い風につい

て、ここの用地は強い風は想定されるのですけれども、例えば、少しコストは

プラスになると思いますけれども、逆走の設定を充実させる。逆走の設定とい

うのは、要するにいつも 100ｍホームストレートを北から南に走るというのが

本来の設定だとした場合に、逆走でも記録が取れるような設定をすることな

のですね。これはスプリントに関してはすごく重要で、短いスプリントとかス

プリントハードルに関しては、すごく重要です。例えば筑波大学ですと、この

設定は少ないのですけど、ホームトレードのみ逆走で直線種目だけが逆走で

きるような、写真判定のカメラのマウントとなるのですけれど、それをスター

ト側にも置いておくというようなことをやっています。とてもスプリンター

に人気のある競技場ですと、例えば平塚の競技場は、バックストレートに逆走

設定を作って、200ｍまでは逆走ができるような設定にしています。そこはコ
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スト等との話し合いになるかとは思うのですけれども、実際は、強い風は心配

ですけれども、柔軟に逆走対応ができる設定を最初に作っておくことで、かな

りいい風を使って走れるような競技場にできるのではないかなと思います。

その時に、微妙な東西の傾きというか、そこはあまり想定しなくても良いので

はないかな、というのがあくまでも印象ですけども、そのように思います。 

また、例えば、プランＣの臨時駐車場のところですけども、ブロックと芝を

お使いになる想定だということだったのですけれども、ここちょっと私も調

べて勉強しておこうと思うのですけれども、例えば比較的毛足の短い芝の種

類で、かなり転圧したような地面であれば、それほど車を入れてもへこんだり

しないということはあり得るのではないかなと思うのですね。そうすると、普

段は芝生として使って、雨の日はなかなか困りますけども、それでも駐車場と

して使うときは駐車場というようなことが、ある程度は可能なのではないか

なと思います。駐車場はやはりしっかり確保する必要があると思いますけど

も、例えば笠松の競技場を見ても、広い駐車場が、イベントのないときに何も

ほかに使い道がなくて、空いているのも非常にもったいないなあ、寂しいなと

いう気がするのですよね。ですからうまく芝生ブロックも利用していたとは

思うのですけれども、臨時駐車場のところが、普段の使い方がうまくできるよ

うな状態であれば非常に良くなるなと思います。 

座長：何か事務局の方で何かございますか。 

事務局：まさに利用される側の立場としての御意見ありがとうございます。冬場

のつくばおろしとかを考えると、やはり北から南に向けての風というのが非

常に吹いたり、夏場ですと逆の南側からの風が吹いたりしますので、当然記録

に影響することを懸念しております。防風林等を設置するにしても、その辺の

調整をうまくしなければいけないなというところを考えておりました。 

今サブトラックまでは必要ないというような御意見も頂戴できましたの

で、プランＡだとサブトラックの部分で、かなりの部分の用地を確保しなけれ
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ばならないという都合があったのですけれども、そこまでのものでなくても

良いというようなことであれば、ある程度ゾーニングの余裕が少しできたの

かなと思いますので、プランＢであるとかプランＣの方で、その位置であると

か、そういったものを少し調整しながら、今おっしゃられたような御意見を反

映できればなと考えております。以上です。 

座長：よろしいでしょうか。今御説明いただいたように、サブトラックまではな

くても、そうするとプランＢ、Ｃも微妙な差があるのですが、この後ワークシ

ョップのことを御報告いただくのですけれども、２つのワークショップはま

だこれから議論が深まっていくというところで、またそこで様々な御視点か

らのいろいろな御指摘、御要望も出てくるかと思います。今日この時点でＢと

Ｃとどちらかという、そんな簡単に決まるような状況でもない、という感じで

よろしいですか。 

ある程度、なかなかいろいろな考慮すべき内容がかなり多い中で一長一短

があろうかと思いますので、御紹介いただくワークショップもそうかと思う

のですけれど、やはりワークショップをやることで、この場でなかなか事前に

気づかなかったいろいろな御要望や視点も指摘いただいているのだろうと推

察するので、そういったワークショップを複数回重ねていく中で、また新しい

確認事項とか考慮事項も踏まえて、また少しこのＢ、Ｃの間でいろいろ案を発

展させていただくとよろしいかと思うのですが、よろしいでしょうか。 

事務局：おっしゃっていただいたとおりだと思っております。プランＡのサブト

ラックがないということなので、プランＢ、プランＣの中で少し微妙に修正を

しながら、さらにはワークショップでいただいた御意見も取り入れながら、ま

た次回御提案させていただきたいと思います。 

座長：はい、ありがとうございました。 

 

(3) ワークショップについて 
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座長：それでは次に、議題(3)のワークショップについて、事務局から説明して

ください。 

事務局：議事(3)「ワークショップについて」を説明 

座長：４月 22 日（土）に「第１回障害者スポーツ・バリアフリーに関するワー

クショップ」が開催されたとのことですが、香田委員から補足の御説明があれ

ばお願いいたします。 

委員：４月 22 日の土曜日に、事務局の方には週末に出勤していただいて大変恐

縮だったのですけれども、開催させていただきました。今メンバーについて紹

介していただきましたけれども、障害者は大きく分けますと身体障害、知的障

害、精神障害という３区分がございます。また身体障害の中には肢体不自由と

いう、いわゆる車椅子に乗っている方だとか手足だとかに不自由のある方、そ

れから視覚障害、それから聴覚障害、あと内部障害というような障害があるの

ですけれども、内部障害の方は今回いらっしゃらなかったのですが、身体障害

でも肢体不自由、視覚、聴覚の障害の方、或いはその指導や支援に関わってい

るというメンバー、それから知的障害、精神障害、そういった人々に関わって

いる指導者や支援の方というような観点から、ほぼ全ての障害のある方をカ

バーする形でメンバーに参加してもらいまして、当事者の人には当事者の立

場から、いろいろな意見をいただいたというところになります。今、議事録だ

とかは事務局で取りまとめしていただいているところなのですけれども、い

くつか参考になるような御意見もあったようなので、その辺りは事務局から

御紹介いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

事務局：御意見があった中で、主なものだけピックアップをさせていただきま

す。 

まず競技場トラックに関しましては、障害者席を作るのであれば屋根は絶

対に必須である。特に補聴器や電動車椅子を御利用の方が雨に降られて濡れ

ると壊れてしまうのでということで、屋根はぜひつけていただきたいという
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話がございました。 

耳の聞こえない方には招集のアナウンスが聞こえなくなってしまうので、

電光掲示板等があると嬉しいというような御意見をいただきました。 

実際に車椅子でのレースに出られる方ですと、控室等から競技場に移動す

る間は普通の車椅子を使って、競技用の車椅子を手に持って入場されるとい

うことで、入口とかは少し広めに取って欲しいというような御意見をいただ

きました。 

観客席については、車椅子の方の専用の席を設けるつもりではあるのです

けれども、その方が車椅子にずっと座っているわけではなくて、普通の椅子に

移動したいというような御要望があるみたいで、そのような形で車椅子から

乗り降りすることができる席を御用意いただきたいというご意見をいただき

ました。 

駐車場については、車止めの高さであるとか、位置についての御意見がござ

いました。車椅子を御利用なさる方の車の中には、後部ハッチが開いて、そこ

からリフトを降ろして、乗り降りされるような車の方がいらっしゃいます。そ

の場合ですと、車止めがあると、乗り降りするリフトの邪魔になってしまうと

いうことの御指摘でした。また、屋根についてはやはり御用意いただきたいと

いうことでした。 

トイレやシャワーについては、やはり障害者の運動会・大会を行うとなりま

すと、障害者用のトイレの個数であるとか配置について、遠くに１個あるだけ

だと不便なのでやはり近くにいくつか欲しいというような御意見をいただき

ました。あと視覚障害の方のために、トイレの入口のドア等が男女別で色分け

があらかじめされていると、遠くからでもトイレだとわかって良いというこ

とを御意見いただきました。 

エレベーターを管理棟につける場合には、延長ボタンをつけて欲しいとい

う御要望もございました。麻痺等があると通常のエレベーターの開閉のタイ
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ミングだとどうしても間に合わないことがあるので、開閉延長ボタンをつけ

ていただきたいという話がございました。 

管理棟の中には、ボッチャ等ができる、広めの部屋があると良いという御意

見をいただきました。 

園路・ジョギングコースにつきましては、駒沢オリンピック公園というとこ

ろでは、幅が広くてジョギングコースとウォーキングコースが分けられると

いうようなコースがあるみたいなので、そういったものもあるといいなとい

うような御意見もいただきました。 

先ほども少し触れましたけれども、駐車場から更衣室、控え室、或いはウォ

ームアップ場、競技場まで、バリアフリーでコンパクトな動線にしていただき

たいという御意見がございました。 

あとは、障害者のサポーターがいてくださるとありがたいなという御意見

もいただきました。１人で来られても、競技場を使うにあたってサポートいた

だけるような方が、常時管理棟の中にいらっしゃると嬉しいなというような

御意見をいただきました。 

まだまだ他にも御紹介しきれない御意見がたくさんございますけれども、

簡単に御説明させていただきました。以上です。 

座長：はい。ありがとうございました。何か御質問、御意見等ございますか。 

香田委員によるワークショップはもう１回あるかと思いますし、あと、陸上

競技に関するワークショップも２回予定されていると思います。やはりこう

いったワークショップでいただける御意見は、大変多岐に渡って、全て貴重な

御意見で、大変有益というか、全部いろいろ具体的に御配慮いただくべきもの

ばかりかと思いますので、そういった点も踏まえて、この全体のゾーニングと

か計画案の詳細についても、皆さんにまた御議論いただけるとよろしいかと

思います。 

あとその他、全体を通じて何か御質問等ございますでしょうか。 
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事務局：大山委員に、次回のワークショップの件を少しお話いただけるとありが

たいのですが。 

委員：陸上競技大会運営に関するワークショップを担当します。人選や日程等の

調整が手間取りまして、開催が少し遅くなってしまっていることをお詫び申

し上げます。今、お願いしているメンバーとしては、競技会運営のスペシャリ

ストであるとか、それから投てき、スプリントの専門家、それからトップアス

リートであるとか、あと小中学校で教員の経験がおありで、つくば市の小学生

の陸上競技会のコーディネーターを長年務められた方とかですね。そういう

形で、運よくそれぞれの専門家の方から賛同いただいて、お集まりいただけそ

うだというところになっております。今のところ５月 25 日に開催をしたいと

思っております。進行状況としてはそういうところで、今日ここで伺ったお話

も含めて、事前によくお伝えして、意見をしっかりいただこうと思っておりま

す。以上です。 

座長：ありがとうございました。何か補足等ありますか。 

事務局：ありがとうございました。非常にお忙しい中、御調整いただきましてあ

りがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いします。 

座長：はい。他はよろしいですか。 

事務局：陸上競技場の整備に関してなのですけれども、資料の 40 ページのとこ

ろになるのですが、ここは委員に少しお聞きしたいのですけれども、これまで

400ｍトラックの８レーンということで進めさせていただいているのですけ

れども、最近９レーンという話を耳に挟みますので、その辺のレーン数という

ものはどうでしょうか。８レーンのままでいくべきなのか、やはり９レーンあ

った方がいいかなというような御意見があれば、アドバイスいただければな

と思っています。 

座長：いかがでしょうか。 

委員：比較的権威のある大会を誘致するためには、９レーンがベストです。近く
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の競技場では、筑波大学が 10 レーン、実際に公認なのは８レーンですね。笠

松も９レーンですね。石岡は確認していません。９レーンあれば、比較的大学

対抗の大会等も開けるのかなと思います。８レーンでもできないことはあり

ませんけれども、９レーンができたら４種の公認でもすごい競技場だなとい

うイメージは出ますね。以上です。 

委員：レースのことを考えても、９レーンあるとレースの構成、例えば決勝に何

人進められるかとか、同タイムが出たような時の対応とかですね、競技会的に

も非常に重要です。実際はホームだけでもレーン数が多いとですね、例えば地

域の中学生、高校生が練習するときに、走る方向、実際は一方向にしておかな

いと衝突の危険等があるので、例えばホームでハードルをやっていれば、なか

なか反対側から走ることはできないのですけれども、ホームのレーン数が多

いと、外レーンと内レーンで方向を変えてというようなことができるのです

ね。ですからトラックを走っている時に、逆方向に向かって、ハードルの練習

をしているというようなことができるので、安全対策の上でも、本当はホーム

だけでも９レーンあると、使い勝手も非常に良くなると思います。 

事務局：ありがとうございます。ゾーニングとかの関係もあるので、物理的に無

理という可能性もあるのですけれども、検討させていただきたいと思います。

ありがとうございます。 

座長：ありがとうございました。その他、何か御質問等ございますか。ないよう

でしたら、本日の議事については終了させていただきます。委員の皆様には、

議事進行に御協力いただき、誠にありがとうございました。 

 

４ 閉会 

事務局：有田座長、ありがとうございました。第４回の策定検討会議は、７月の

開催を予定しておりますが、日時など改めて調整させて頂きます。 

それでは、以上をもちまして「第３回（仮称）つくば市陸上競技場整備基本
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計画策定検討会議」を閉会いたします。長時間にわたり、ありがとうございま

した。 

 



第３回（仮称）つくば市陸上競技場整備基本計画策定検討会議 

次  第 

 

日時：令和５年４月28日（金） 

午前10時から 

                        場所：つくば市役所 会議室201 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議  事 

(1) 基本計画の策定スケジュールについて・・・・・資料１ 

(2) 基本計画について・・・・・・・・・・・・・・資料２、資料３ 

 ・課題の把握と課題への対応 

・基本方針 

・導入施設、機能 

・計画条件 

・環境の保全と創出 

・インフラ整備の基本方針 

・ゾーニング、動線計画 

(3) ワークショップについて・・・・・・・・・・・資料４ 

 

４ 閉  会 

 

 

                                              

配付資料 

資料１ （仮称）つくば市陸上競技場整備基本計画の策定スケジュール 

資料２ （仮称）つくば市陸上競技場整備基本計画（案）         

資料３ ゾーニング図・動線図（案） 

資料４ ワークショップについて 



(仮称)つくば市陸上競技場整備基本計画の策定スケジュール

11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１．１
計画の背景と目的

１．２
計画地の概況と検討の前提

１．３
上位計画の位置づけ

２．１
計画地の分析

２．２
課題の把握と課題への対応

３．１
基本方針

３．２
導入施設・機能

３．３
計画条件

３．４
環境の保全と創出

３．５
インフラ整備の基本方針

３．６
ゾーニング・動線計画

３．７
基本計画図

３．８
概算工事費の算出

３．９
管理運営方法の検討

３．10
概算維持管理費の算出

３．11
整備スケジュール

３．12
鳥観図

●庁内検討会議

検
討
事
項

計画の位置づけと前提の確認

計画地の現況把握

パブリックコメント結果の反映
基本計画最終案のまとめ

第１章
計画の目的

第２章
現況と課題

第３章
基本計画

ワークショップ（ＷＳ）
●障害者スポーツ、バリアフリー
●陸上競技、大会運営

会議
令和４年度（2022年度） 令和５年度（2023年度）

●策定検討会議
●

第１回

策定検討会議

（11月４日）

●

第２回

策定検討会議

（２月27日）

●

第３回

策定検討会議

（４月28日）

●

第４回

策定検討会議

●

第６回

策定検討会議

●

12月庁議

基本計画策定

パブコメ実施

●

第１回WS

（４月22日）

●

第１回

庁内検討会議

（11月16日）

●

第２回

庁内検討会議

（２月20日）

●

第３回

庁内検討会議

（４月20日）

●

第４回

庁内検討会議

●

第６回

庁内検討会議

●

第５回

策定検討会議

●

第５回

庁内検討会議

手法の検討

資料１

●

第２回WS

●

第３回WS

●

第２回WS

●

第１回WS

令和５年４月28日 市民部スポーツ施設課
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第１章 計画の目的 
１.１ 計画の背景と目的 

国のスポーツ基本法（平成 23 年法律第 78 号）では、スポーツは、青少年
の健全育成、豊かな人間性の形成、地域社会の再生、健康で活力に満ちた長寿
社会の実現、社会・経済の活力の創造、国際的な交流・貢献など、国民生活に
おいて多面にわたる意義と役割が期待されている。またスポーツは、つくば市
が先導的に取り組んでいる持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）においても重要な
鍵となっており、平和への寄与、健康、教育、社会的包摂、女性や若者、個人
やコミュニティの強化に寄与するものとされている。 

つくば市は、平成 31 年（2019 年）２月、基本理念に「スポーツで“つなが
る”まち つくば」を掲げた「つくば市スポーツ推進計画〔中間年度見直し版〕」
（以下、「スポーツ推進計画」という。）を策定した。スポーツを通して人と人、
人と地域、文化・社会がつながるまちを将来像として、様々なスポーツ施策の
推進に取り組むとともに、市民が気軽にスポーツを行うことのできる環境を
充実させるため、地域の実情や市民の意見を反映したスポーツ施設の整備や
改修を行っている。 

また、つくば市では市町村合併前の施設を引き継いでいることから、小規模
な施設を数多く所有している。一方、陸上競技場に関しては、小・中学生の公
認記録（日本陸上競技連盟が認める記録）の取れる陸上記録会や、公認競技場
での実施が条件となる市の競技会が開催可能な市営の施設がなく、これらの
記録会や競技会においては、近隣の自治体などの施設を借用する状況が続い
ている。 

このような課題を解決するために、「スポーツ推進計画」においても、陸上
競技場の整備検討を重点事項として位置づけ、平成 31 年度に上郷高校跡地及
び筑波地区の計 11 校の小中学校跡地を対象に「陸上競技場整備に関する学校
跡地調査」を実施し、陸上競技場整備の可能性について比較検討を行った。そ
の結果、総合的に高い評価となった上郷高校跡地について、令和２年度に「（仮
称）つくば市陸上競技場整備基本構想」（以下、「基本構想」という。）を策定
し、整備の基本的な方向付けを行った。また、令和３年度には、「つくば市大
規模事業評価委員会」による大規模事業評価を実施し、陸上競技場整備事業に
ついての諮問に対し、「概ね妥当」の答申を得ている。 

これらを受けて本計画では、陸上競技場整備に向けて具体的な施設内容・規
模・配置等の検討を進め、管理運営のあり方と併せて事業費と整備スケジュー
ルを明確にしていく。 
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１.２ 計画地の概況と検討の前提 
法規制や周辺の地域環境に与える影響に配慮するとともに、庁内における

他事業との連携や諸計画との整合性を意識し、コストを抑えながら事業の有
効性を高める工夫を行うものとする。 

〇計 画 地：上郷高校跡地（つくば市上郷 2494 番地３） 
〇敷地面積：70,089.30 ㎡ 
〇公認種別：第４種公認（第３種相当整備） 

 
 
１.３ 上位計画の位置づけ 

本基本計画は、「つくば市スポーツ推進計画」に即して定め、「つくば市未来
構想・第２期つくば市戦略プラン」等の既存の関連計画及び国や茨城県等の法
令や計画等との整合性に配慮する。 

表 1-1 上位計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ基本法 国 

茨

城

県 

つ

く

ば

市 

つくば市スポーツ推進計画 

〔中間年度見直し版〕 

（2019 年策定） つくば市都市計画マスタープラン 

（2015 年策定） 

つくば市立地適正化計画 

（2018 年策定） 

 

つくば市未来構想 

第２期つくば市戦略プラン 

（2020 年策定） 

（仮称）つくば市陸上競技場整備基本計画 

茨城県スポーツ推進計画 

（2015 年策定） 

第３期スポーツ基本計画 

（2022 年策定） 
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１.３.１ 国の動向 

（1） スポーツ基本法 
国が定めるスポーツ基本法の概要は次のとおりである。また、同法で

は、８つの基本理念及び３つの基本施策が次のとおり設定されている。 
 

表 1-2 スポーツ基本法の概要 

計  画 スポーツ基本法 
策 定 年 平成 23 年（2011 年） 

目的・趣旨 

昭和 36 年に制定されたスポーツ振興法を 50 年ぶりに全
部改正し、スポーツに関し、基本理念を定め、並びに国及び
地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努力等を明らか
にするとともに、スポーツに関する施策の基本となる事項を
定めるものである。これにより、スポーツに関する施策を総
合的かつ計画的に推進し、もって国民の心身の健全な発達、
明るく豊かな国民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際
社会の調和ある発展に寄与することを目的とする。 

８
つ
の
基
本
理
念 

１ スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利で
あることに鑑み、国民が生涯にわたりあらゆる機会と場所におい
て、自主的・自律的に適性や健康状態に応じてスポーツを行うこと
ができるようにする 

２ 青少年のスポーツが国民の生涯にわたる健全な心と身体を培い、
豊かな人間性を育む基礎となるものであるとの認識の下に、学校、
スポーツ団体、家庭及び地域における活動を相互に連携 

３ 地域において、主体的に協働することによりスポーツを身近に親
しむことができるようにするとともに、スポーツを通じて、地域の
全ての世代の人々の交流を促進し、交流の基盤を形成 

４ スポーツを行う者の心身の健康の保持増進、安全の確保 
５ 障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、

障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ推進 
６ 我が国のスポーツ選手（プロスポーツの選手を含む。）が国際競技

大会等において優秀な成績を収めることができるよう、スポーツに
関する競技水準の向上に資する諸施策相互の有機的な連携を図り
つつ、効果的に推進 

７ スポーツに係る国際的な交流及び貢献を推進することにより、国
際相互理解の増進及び国際平和に寄与 
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８ スポーツを行う者に対する不当な差別的取扱いの禁止、スポーツ
に関するあらゆる活動を公正かつ適切に実施することを旨として、
スポーツに対する国民の幅広い理解及び支援が得られるよう推進 

３
つ
の
基
本
施
策 

１ スポーツの推進のための基礎的条件の整備等 
(1) 指導者の養成等 
(2) スポーツ施設の整備等 
(3) 学校施設の利用 
(4) スポーツ事故の防止等 
(5) スポーツに関する紛争の迅速かつ適正な解決 
(6) スポーツに関する科学的研究の推進等 
(7) 学校における体育の充実 
(8) スポーツ産業の事業者との連携等 
(9) スポーツに係る国際的な交流及び貢献の推進 
(10) 顕彰 

 
２ 多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備 
(1) 地域におけるスポーツ振興のための事業への支援等 
(2) スポーツ行事の実施及び奨励 
(3) 体育の日の行事 
(4) 野外活動、スポーツ・レクリエーション活動の普及奨励 

 
３ 競技水準の向上等 
(1) 優秀なスポーツ選手の育成等 
(2) 国民体育大会、全国障害者スポーツ大会 
(3) 国際競技大会の招致・開催の支援等 
(4) 企業、大学等によるスポーツへの支援 
(5) ドーピング防止活動の推進 
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（2） 第３期スポーツ基本計画（2022 年策定） 
    国は、第３期スポーツ基本計画を策定するに当たり、第２期スポーツ基

本計画において掲げた中長期的な基本方針を踏襲しつつ、期間中に生じ
た様々な社会変化や出来事を踏まえ、国民がスポーツを「する」「みる」
「ささえる」ことを真に実現できる社会を目指すために、新たな３つの視
点と、今後５年間に総合的かつ計画的に取り組む 12 の施策を掲げている。 

 

表 1-3 第２期スポーツ基本計画期間中の様々な社会変化や出来事 

    

表 1-4 第３期スポーツ基本計画の概要 

スポーツの価値を
高めるための新た
な３つの視点 

スポーツを「つくる／はぐくむ」 
スポーツで「あつまり、ともに、つながる」 
スポーツに「誰もがアクセスできる」 

今後５年間に総合
的かつ計画的に取
り組む 12 の施策 

１ 多様な主体におけるスポーツの機会創出 
２ スポーツ界における DX の推進 
３ 国際競技力の向上 
４ スポーツの国際交流・協力 
５ スポーツによる健康増進 
６ スポーツの成長産業化 
７ スポーツによる地方創生、まちづくり 
８ スポーツを通じた共生社会の実現 
９ スポーツ団体のガバナンス改革・経営力強化 
10 スポーツ推進のためのハード、ソフト、人材 
11 スポーツを実施する者の安全・安心の確保 
12 スポーツ・インテグリティの確保 

 

 

 

 

 

2018 年 平昌オリンピック・パラリンピック冬季競技大会 
2019 年 ラグビーワールドカップ 2019 が日本で開催 

2020 年 
新型コロナウイルス感染症の影響により、東京オリンピック・
パラリンピック競技大会の延期が決定 

2021 年 １年延期された東京大会が原則無観客で開催 
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（3） スポーツ庁のその他の取組等（スポーツ基本法制定以降） 

ア 第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略 
令和元年（2019 年）に、まち・ひと・しごと創生法に基づき閣議決定

された「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」について、「スポーツ・
健康まちづくり」という項目が新たに創設された。 

 
表 1-5 第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略の概要 

計画 第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略 
策定年 令和元年（2019 年） 

計画期間 令和６年（2024 年） 

目的・趣旨 

少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めを
かけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、そ
れぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活
力ある日本社会を維持していくために、まち・ひと・しごと
創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-1 第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略における「スポーツ・健康まちづくり」 

出典：スポーツ庁（令和３年１月） 
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イ スポーツ施設における PPP/PFI とコロナ対応 
スポーツ庁は令和２年度（2020 年度）に、スポーツ施設の整備・運営

等に関するオンラインセミナーを自治体や事業者、関連団体向けに計４
回開催している。そのうち第２回では、PPP/PFI とコロナ対応をテーマ
に行っている。スポーツ施設等の文教施設における PPP/PFI について今
後ますます注目され、様々な取組みが行われること、また、コロナ禍にお
けるスポーツの重要性が再認識されていることがわかる。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 スポーツ施設等の PPP/PFI に向けた取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：スポーツ庁（令和２年 12 月） 
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図 1-3 コロナ禍におけるスポーツや運動の重要性 

 

 

ウ スタジアム・アリーナ改革推進の取組み 
平成 28 年（2016 年）に「日本再興戦略 2016」が閣議決定された。日

本再興戦略 2016 は、働き方改革と生産性の向上に取り組むことを柱とし、
様々な政策が含まれている。その中で掲げられている「官民戦略プロジェ
クト 10」の項目の 1 つであるスポーツの成長産業化について、具体的目
標・施策の１つとしてスタジアム・アリーナ改革があげられている。 

このことからも、スタジアム・アリーナといった大規模スポーツ施設が
地域活性化や経済効果につながる可能性について、注目されていること
がわかる。また、平成 30 年（2018 年）には、「スタジアム・アリーナ運
営・管理計画検討ガイドライン」が策定されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：スポーツ庁（令和２年 12 月） 
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図 1-4 スタジアム・アリーナ改革の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-5 スタジアム・アリーナ運営・管理計画検討ガイドラインの概要 

出典：スポーツ庁（令和元年 11 月） 

出典：スポーツ庁（令和元年 11 月） 
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１.３.２ 茨城県の動向 
茨城県は、平成 27 年に「茨城県スポーツ推進計画」を策定した。 

 
表 1-6 茨城県スポーツ推進計画の概要 

計    画 茨城県スポーツ推進計画～いきいき茨城スポーツプラン～ 
策 定 年 平成 27 年（2015 年） 
計画期間 平成 31 年（2019 年） 
基本理念 活力と生きがいのある生涯スポーツ社会の形成 

４
つ
の
基
本
方
針 

１ 学校における子供の体育・スポーツの充実 
子供が十分に体を動かす機会を拡大し、運動やスポーツの楽しさ

や喜びを味わい、意義や価値を実感することのできる運動好きな子
供の育成を図ります。 

(1) 学校における体育活動の充実 
(2) 運動部活動の充実 
(3) 幼児期における運動の充実 

 
２ ライフステージに応じた県民の運動やスポーツ活動の推進 

幼児から高齢者まで、ライフステージに応じた多様な運動やスポ
ーツ活動の機会の創出を図ります。 

(1) ライフステージに応じた運動やスポーツ活動の機会の充実 
(2) 運動やスポーツ活動を通した交流の機会の創出 

 
３ 国内外で活躍する本県選手の育成と強化 

国民体育大会並びに全国障害者スポーツ大会の開催を契機とし
た、県民に夢と感動を与えるトップアスリートの育成と強化を図り
ます。 

(1) 競技力向上対策の推進 
(2) 障害者スポーツの推進 

 
４ スポーツ環境の整備と充実 

全ての県民が「いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツに親
しむことができる環境の整備と充実を図ります。 

(1) スポーツ機会の充実 
(2) 障害者の育成・活用とスポーツボランティアの養成・活用 
(3) 障害者のスポーツ環境の充実 
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１.３.３ つくば市の動向 

（1） つくば市未来構想・第２期つくば市戦略プラン 
    それぞれの計画の概要は次の表のとおりである。 
 

表 1-7 つくば市未来構想・第２期つくば市戦略プランの概要 

 

 

計  画 つくば市未来構想 第２期つくば市戦略プラン 
策 定 年 令和２年（2020 年） 令和２年（2020 年） 
目標年次 21 世紀半ば 令和６年（2024 年） 

目的・趣旨 

社会・経済等の情勢変化に
的確に対応し、諸課題を克服
しながら次の世代に継承・発
展させていく「持続可能都市」
を目指す。 

市政の中でも特に重点的に取
り組む施策に経営資源を配分
し、組織横断的に実行するとと
もに、計画的に進行管理を行う
５年間の「戦略プラン」を策定
し、効果的・効率的に 2030 年の
未来像の実現に向け取り組む。 

基本理念 

１ まちづくりの理念 
つながりを力に未来をつくる 

２ 目指すまちの姿 
Ⅰ 魅力をみんなで創るまち 
Ⅱ 誰もが自分らしく生きるまち 
Ⅲ 未来をつくる人が育つまち 
Ⅳ 市民のために科学技術をいかすまち 

関連項目 

Ⅰ 魅力をみんなで創るまち 
基本施策Ⅰ-2 資源をみがき、魅力あふれるまちをつくる 
個別施策Ⅰ-2-④ スポーツでつながるまちの推進 
■主要プロジェクト 
③スポーツ施設等の改修及び公共施設として不足しているスポ

ーツ施設等の整備検討 
つくば市公共施設等総合管理計画」における基本方針に基づ

き、既存スポーツ施設等の計画的な改修を行います。また、陸
上競技場の整備について、市民ニーズを踏まえながら、関係機
関等との検討を行います。 
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（2） つくば市都市計画マスタープラン 
  計画の概要は次の表のとおりである。 
  ※令和５年度現在、見直し作業中 
 

表 1-8 つくば市都市計画マスタープランの概要 

 

 

 

 

 

 

計  画 つくば市都市計画マスタープラン 
策 定 年 平成 27 年（2015 年） 
計画期間 令和 17 年（2035 年） 

基本理念 
人と自然・科学が調和した“スマート・ガーデンシティ” 
～ みんなでつむぎ、つないでいくまち ～ 

まちづくり
の目標 

１ 豊かな自然・農村・文化・街並みを守り、引き継いでいくまち 
２ 地域文化・科学技術をいかし、世界に貢献する，活力あるまち 
３ 市民みんなで育て、守っていくまち 
４ 誰もが安全・安心を実感し、快適に暮らせるまち 
５ 人にも環境にも優しい、持続可能なまち 

関連項目 

第３章 全体構想 
第６節 公園・緑地の整備方針  
２ 公園・緑地の整備方針  
(1)公園・緑地の整備（スポーツ・レクリエーションの拠点づくり） 
◆市民のスポーツ活動の場として、スポーツ・レクリエーションの

拠点づくりを検討します。 
◆スポーツ・レクリエーション拠点においては、ユニバーサルデザ

インや防災機能に配慮するとともに、誰もが楽しめ、スポーツに
関わる様々な人々の連携、交流が図れる空間の創出を検討しま
す。 

第４章 コミュニティプラン 
第４節 豊里コミュニティプラン 
２ 整備方針 
◆上郷高校の跡地については、市西部地区の活性化を図るため、そ

の活用方策の検討を進めます。 
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図 1-6 豊里コミュニティプラン 
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（3） つくば市立地適正化計画 
    つくば市立地適正化計画は、都市計画マスタープランの一部である。計

画の概要は次の表のとおりである。 
※令和５年度現在、見直し作業中 

 

表 1-9 つくば市立地適正化計画の概要 

計  画 つくば市立地適正化計画 
策 定 年 平成 31 年（2019 年） 
計画期間 令和 17 年（2035 年） 

基本理念 
人と自然・科学が調和した“スマート・ガーデンシティ” 
～ みんなでつむぎ、つないでいくまち ～ 

将来都市像 多極ネットワーク型の持続可能でコンパクトな都市 

まちづくり
の目標 

１ 豊かな自然・農村・文化・街並みを守り、引き継いでいくまち 
２ 地域文化・科学技術をいかし、世界に貢献する，活力あるまち 
３ 市民みんなで育て、守っていくまち 
４ 誰もが安全・安心を実感し、快適に暮らせるまち 
５ 人にも環境にも優しい、持続可能なまち 

関連項目 

第５章 その他の区域 
１．その他の区域（任意の区域）の設定 

【上郷地区】地域居住維持区域 地域生活機能維持区域 
 旧町村の中心として発展してきた市街地であり、周辺の集落等
を含めた地域の生活機能を有することから、今後も引き続き地域
生活機能の維持を図ります。 
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図 1-7 将来都市構造のイメージ 

 

上郷高校跡地 
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（4） つくば市スポーツ推進計画〔中間年度見直し版〕 
  計画の概要は次の表のとおりである。 

※令和５年度末に「第２次つくば市スポーツ推進計画」を策定予定 
 

表 1-10 つくば市スポーツ推進計画〔中間年度見直し版〕の概要 

計  画 つくば市スポーツ推進計画〔中間年度見直し版〕 
策 定 年 平成 31 年（2019 年） 
計画期間 令和５年（2023 年） 
基本理念 スポーツで“つながる“まち つくば 

基本方針 
１ 「する」スポーツの重視 
２ 子ども、高齢者、障害者、成人の４つの主体 
３ 人と人との「つながり」と「交流」の重視  

基本戦略 

１ ライフステージに応じたスポーツ活動の促進 
２ スポーツを通じた交流と組織基盤の強化 
３ スポーツ環境の整備・充実 
４ スポーツ推進のための連携・協働の推進 

関連項目 

第２章 つくば市のスポーツの現状と課題 
第３節 スポーツ施設の現状と課題 
４ スポーツ関連施設及び公園の設置状況 

市営の陸上競技場は、整備されておらず、学校行事等で陸上競
技会や記録会を開催する場合には、小学校では筑波大学の陸上競
技場を借用し、北部と南部に分けて分散開催したり、中学校の陸
上競技大会は他の市の施設を借用したりしなければ開催できな
い状況があり、つくば市における公共スポーツ施設の整備や子ど
ものスポーツ環境の充実の観点から大きな課題となっています。 

13 スポーツ関連施設の課題 
本市には公式記録を取ることができる陸上競技場がなく、学校

における陸上競技大会等を市内で行えない状況もあり、市民の意
見もあることから、陸上競技場の整備を検討する必要がありま
す。 

第５章 施策の推進のために取り組む事項及び連携体制の強化 
第１節 施策の推進のために取り組む事項 
１ 陸上競技場の整備検討 

本市の小学校及び中学校では、公式の陸上競技大会を開催する
ための施設がないことから、大会を開催するために近隣の自治体
等の施設を借用する問題状況が続いており、このような状況を改
善するために公式記録のとれる陸上競技場の整備を検討する。 
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上郷高校跡地 

第２章 現況と課題 
２.１ 計画地の分析 

２.１.１ 敷地分析 

（1） 計画位置 
計画地は市街化調整区域に位置し、西側には上郷の市街地が広がり、北

側は工業専用地域の「テクノパーク豊里」が位置している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-1 位置図 

（2） 地形 
計画地である上郷高校跡地は、標高 20～30 メートルの関東ローム層に

覆われた筑波・稲敷台地に位置し、平坦な地形である。筑波山から南東に
約 16km 離れたところにあり、敷地東側には西谷田川が、西側には小貝川
と鬼怒川が流れる。 

 
 

 
 
  
 
 
  

図 2-2 計画地周辺地形図 

自然堤防・砂州・砂丘 

出典：環境アセスメントデータベース

（平成 25 年度） 

上郷高校跡地 

凡例  

 
第一種低層住居専用地域 

 
第一種中高層住居専用地域 

 
第一種住居地域 

 
近隣商業地域 

 工業専用地域 

 

団地段丘：ローム台地（上位） 

低地：三角州性低地 

低地：自然堤防・砂州・砂丘 

凡例 
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凡例  

 クヌギ―コナラ群集 

 シイ・カシ二次林 

 スギ・ヒノキ・サワラ植林 

 市街地 

 緑の多い住宅地 

 水田雑草群落 

 畑雑草群落 

 ススキ群団 

 果樹園 

 ゴルフ場・芝地 

 

（3） 地盤 
    地形分類図（国道交通省国土情報課）より、計画地の地盤は大部分が砂

礫侵食段丘（Mt2、砂や礫からなる階段状の丘）となっており、一部が谷
底平野（P、河川中流部において、上流部から運ばれた土砂が堆積し、山
地の間を埋めた比較的幅の広い平坦な土地）となっている。微地形区分名
は火山灰台地である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-3 計画地周辺地質図 

（4） 植生 
植生図（環境省、第 6・7 回植生調査）より、計画地の植生は「畑雑草

群落」、「市街地」、「緑の多い住宅地」に分類されている。周辺は「畑雑草
群落」が大部分を占め、それ以外に「水田雑草群落」、「シイ・カシ二次林」、
「スギ・ヒノキ・サワラ植林」や「クヌギ―コナラ群集」等の樹林地も点
在している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-4 計画地周辺植生図 

出典：地形分類図（国土交通省、

1/50,000 土地分類基本調査）

（）国土交通省 

出典：植生図 

（環境省 第 6、7回植生調査）  

凡例  

 砂礫侵食 

段丘 

 谷底平野 

 自然堤防 

 崖 

 

上郷高校跡地 

上郷高校跡地 
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（5） 埋蔵文化財の状況 
    計画地が位置する筑波・稲敷台地は河川や谷に面し、台地上には遺跡が

多く分布している。 
文化財の「いばらきデジタルまっぷ」（茨城県教育庁総務企画部文化課）

より、計画地には埋蔵文化財はないが、周辺には古墳時代、中世～近世の
遺跡や古墳等の埋蔵文化財が点在している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-5 計画地周辺の埋蔵文化財の現況 

 

上郷台宿東遺跡 

上郷台宿古墳群 

上郷台宿西遺跡 

上郷権上遺跡 

手子生城跡 

木俣本田遺跡 

上郷大塚古墳 

凡例  

 
埋蔵文化財包蔵地（エリア） 

 
埋蔵文化財包蔵地（ポイント） 

 

出典：いばらきデジタルまっぷ 

上郷八幡塚 

上郷高校跡地 
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（6） 土地利用状況 
    以下の土地利用現況図より、計画地の土地利用は、「文教厚生用地」に

該当する。敷地周辺の土地利用は、「農地（畑）」、「農地（田）」、「住宅用
地」、「山林」等が多いことがわかる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-6 計画地の周辺土地利用現況図 

 

（7） 浸水想定区域の状況 
計画地は、隣接する小貝川の洪水に対して、浸水の恐れがない安全な区

域である。 

図 2-7 計画地周辺の浸水想定区域 

出典：平成 28 年度都市計画基礎調査 

公共用地 

文教厚生用地 

公園・緑地・公共空地 

ゴルフ場 

太陽光発電設備 

その他の空地 

防衛用地 

道路用地 

鉄道用地 

駐車場用地 

農地（田） 

農地（畑） 

山林 

原野・荒野・牧野 

水面 

その他（海浜等） 

住宅用地 

併用住宅用地 

商業用地 

工業用地 

運輸施設用地 

上郷高校跡地 

上郷高校跡地 
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（8） 交通アクセス 

ア 主なアクセス方法 
    計画地への主な交通アクセスについては以下のとおりである。 
 

表 2-1 計画地への主な交通アクセス 

手段 アクセス 

自動車 

つくばエクスプレス「研究学園駅」から約 8.0km（約 12 分） 

つくばエクスプレス「万博記念公園駅」から約 6.9km（約 10 分） 

圏央道常総 IC から約 5.8km（約 9分） 

圏央道（仮称）つくばスマート IC（2023 年度以降供用開始予定）から約 6.2km

（約 9分） 

常磐道谷田部 IC から約 11.7km（約 18 分） 

バス 

関鉄パープルバス「つくばセンター」から「上郷大宿」まで約 30 分 

つくバス上郷シャトル「研究学園駅」から「手子生」まで約 25 分 

つくバス西部シャトル「万博記念公園駅」から「上郷台宿」まで約 30 分 

 
図 2-8 道路状況図 
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イ 自動車によるアクセス 

(ｱ) 計画地へのアクセス圏（20 分圏の範囲） 
自家用車利用を想定すると、平均時速 40km/h で計画地から 20 分圏

内に市内の大部分を収められる。 
また、周辺にはいくつかの県道があるが、計画地へアプローチする道

路は主に市道となる。 
 

 

図 2-9 自動車による 20 分での到達圏 
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(ｲ) 広域アクセスと災害時の安全性 

 

図 2-10 計画地周辺の道路状況 

 

追 加 
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(ｳ) 計画地周辺の道路状況 
計画地周辺において、現状で普通乗用車およびバスが円滑に通行、ま

たはすれ違える幅員（8.0ｍ程度）を持つ道路は、市道１級 40 号線およ
び市道 3-2133 号線となる。 

 

 
図 2-11 計画地周辺の道路状況（周辺施設・土地利用現況） 

 

市道 3-2660 号線 

市道 3-2135 号線 

市道 3-2187 号線 

市道 3-2133 号線 

市道 1級 40 号線 

市道 2級 22 号線 

市道 3-2189 号線 

上郷高校跡地 

上郷幼稚園 

上郷小学校 

児童館 

児童館 

追 加 
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図 2-12 計画地周辺の道路状況（幅員区分） 

 

追 加 
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周辺道路写真 
①市道 2級 22 号線 ②市道 3-2660 号線 

  
③市道 3-2660 号線 ④市道 1級 40 号線 

  
⑤市道 1級 40 号線と市道 3-2133 号線 ⑥市道 3-2133 号線 

  
⑦市道 3-2187 号線 ⑧市道 3-2133 号線 

  

追 加 
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ウ 公共交通によるアクセス 
最寄りの鉄道駅からのバスによるアクセスは３路線あり、以下のとお

りである。 
また、以下の最寄り停留所の位置図からもわかるように、いずれの最寄

り停留所も、計画地まで徒歩で８～25 分ほどかかる距離にある。つくバ
スの西部シャトルの上郷台宿（上郷小学校入口）が最も計画地から近いが、
現状では徒歩で 8 分を要する。 

表 2-2 計画地への公共交通アクセス 

運航会社 番号 路線名 
運行頻度 

(便／日) 
最寄り停留所 

主要駅から 

最寄り停留所まで

の所要時間 

最寄り停留所から

計画地までの 

所要時間（徒歩） 

関鉄パープル 

バス 
① 

石下・ 

土浦線 

平日６ 

休日６ 

上郷大宿 

 

約 30 分 

（つくば駅） 

約 18 分 

つくば市コミ

ュニティバス 

（つくバス） 

② 
上郷 

シャトル 

平日 18 

休日 18 

手子生 

 

約 25 分 

（研究学園駅） 

約 25 分 

③ 

西部 

シャトル 

平日 18 

休日 18 

上郷台宿 

（上郷小学校 

入口） 

約 30 分 

（万博記念公園駅） 

約８分 

図 2-13 計画地と公共交通機関との位置関係および最寄りバス停留所からのアクセス 
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（9） 計画地周辺の防災施設の状況 
隣接する上郷小学校は、つくば市の指定避難所となっている。 
また、旧上郷高校の体育館は現在、防災用備蓄倉庫として利用されてい

る。 
計画地周辺のハザードマップと広域アクセス動線を重ね合わせたもの

は下図の通りである。災害時の避難空間・救援物資の集積場所等が比較的
近接しており、計画地との連携を想定した機能確保と施設整備が求めら
れる。 

 

 
図 2-14 災害時の避難空間・救援物資の集積場所等の分布 

（計画地と連携が想定される空間） 
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（10） 景観 
つくば市の景観構造は下図のとおりで、計画地は自然地形の眺望と田

園の景観を形成するゾーンと水辺の景観軸周辺に位置する。 
計画地の周囲には農地が広がるとともに低層戸建住宅を中心とした住

宅地が点在し、高い建物はなく開けた空間となっている。また計画地か
らは、北東に位置する筑波山まで視線軸が通り、筑波山を望める。 

 

 

図 2-15 つくば市の景観構造 

上郷高校跡地 

 

出典：つくば市景観計画（平成 24 年） 
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２.１.２ 建築物分析 
表 2-3 既存建築物の概要 

 

 
図 2-16 既存建築物の位置 

延床面積

 (㎡)

① 旧体育館 908 2階 鉄骨鉄筋コンクリート 未改修 1960年3月 62年

② 本館 2,490 4階 鉄筋コンクリート 改修済 1972年5月 50年

③ プール付属棟 76 1階 コンクリートブロック 未改修 1975年3月 47年

④ 特別教室棟 2,033 4階 鉄筋コンクリート 改修済 1980年1月 42年

⑤ 体育館 1,560 2階 鉄筋コンクリート 未改修 1985年2月 37年

⑥ 格技場 357 1階 重量鉄骨 未改修 1985年3月 37年

⑦ 本館(増築館) 665 2階 鉄筋コンクリート 新基準 1985年10月 37年

⑧ 特別教室棟(増築部) 641 3階 鉄筋コンクリート 新基準 1985年10月 37年

⑨ 合宿所 506 2階 鉄筋コンクリート 新基準 1985年11月 37年

⑩ 運動部室 262 2階 鉄骨鉄筋コンクリート 新基準 1993年6月 29年

築年数番号 名称 階数 構造 耐震 建築年月
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２.１.３ インフラの整備状況 

（1） 上水道 
上水道は、敷地南側の市道１級 40 号線と東側の 3-2133 号線に整備さ

れている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-17 インフラ現況図・上水道 

 

 

 

  

上郷高校跡地 

凡例  

 
上水（本管） 

 
上水（支管） 

 

出典：つくば市都市計画マップ及び上水道台帳を基に編集 



32 

 

（2） 下水道 
下水道は、敷地南側の市道１級 40 号線と西側の市道２級 22 号線等に

整備されている。なお、全て汚水管であり、雨水本管については整備され
ていない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-18 インフラ現況図・下水道 

 

（3） 電気・通信 
敷地内に電柱が存在し、電気および通信設備は利用可能である。 

 

（4） ガス 
対象地は都市ガスの供給エリア外となる。 

上郷高校跡地 

凡例  

 
下水管 

 

出典：つくば市都市計画マップ「下水道台帳」を基に編集 
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２.２ 課題の把握と課題への対応 

２.２.１ 課題の把握 
本市のスポーツ環境における課題と、計画地における課題を整理する。 

（1） 陸上競技場の整備 
市内に公認記録の取れる市営の陸上競技場がないため、中学校体育連

盟主催の大会や市主催の大会等は、他自治体の施設を借用して開催する
など、非常に不便な状況が続いている。（図 2-19 参照） 

（2） 誰もが使いやすい施設整備 
市内のスポーツ施設は、バリアフリーに十分に対応した施設が少なく、

障害者にとって利用しやすいスポーツ環境であるとは言えない。 

（3） 既存建築物の取り扱い 
計画地の敷地南側には既存建築物が残されており、主要施設である校

舎や体育館は築年数が約 30～40 年を経過している。また、耐震補強工事
が未改修の施設もある。（表 2-3、図 2-16 参照） 

（4） 計画地の敷地を分断する市道 3-2189 号線の取り扱い 
計画地は、敷地全体の面積が約 7ha であるが、市道 3-2189 号線によっ

て南北に分断されている。（図 2-11、図 2-12 参照） 

（5） 市道 3-2189 号線を通って上郷児童館へ通う上郷小学校児童への配慮 
計画地における平日夕方の時間帯は、敷地西側にある上郷小学校の児

童が、市道 3-2189 号線を通って、敷地東側にある上郷児童館および児童
クラブへ通っている。（図 2-11 参照） 

（6） バスの運行を考慮した駐車場の整備 
計画地の敷地東側の市道 3-2133 号線は、片側１車線道路で幅員に余裕

がありバス等の通行に問題はないが、市道 3-2135 号線、3-2187 号線及
び 3-2189 号線は幅員が狭い。（図 2-11、図 2-12 参照） 

（7） バス停留所の設置 
計画地は、公共交通（バス）によるアクセスが不便である。（図 2-13 参

照） 

（8） 地域への配慮 
計画地周辺には住宅が立地しているため、地域の住環境に対する配慮

が必要である。 
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（9） 地域の交流拠点 
上郷地区には、地域の住民が気軽に集い交流できる場所がなく、地域の

団体からは 50 人から 60 人程が集まれる屋内施設の設置要望がある。 

(10)  防災機能の設置 
平成 27 年９月関東・東北豪雨では、鬼怒川の堤防決壊により、常総市

からの避難者が豊里地区に避難している。（図 2-7、図 2-14 参照） 
 
 

 
図 2-19 茨城県内の陸上競技場 
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２.２.２ 課題への対応 
前項で把握した課題の解決に向けて、本計画において求められる対応

のあり方、導入施設・機能等を検討する際の留意点を整理する。 

（1） 陸上競技場の整備 
市内に公認記録（日本陸上競技連盟が認める記録）の取れる市営の陸上

競技場が無いことから、中学校体育連盟主催の大会や市主催の大会等が
開催できる第４種公認（第３種相当整備）の陸上競技場を整備する。 

（2） 誰もが使いやすい施設整備 
陸上競技場は、中学校体育連盟主催の大会や市主催の大会だけでなく、

障害者スポーツの大会が想定される。また、大会に参加する選手だけでな
く、選手の応援や支援で利用する方も多数いることが想定されることか
ら、障害者、高齢者、子どもたちなど誰もが使いやすい施設とする。 

（3） 既存建築物の取り扱い 
表 2-3 既存建築物の概要、図 2-16 既存建築物の位置に示したとお

り、既存校舎建物の大半が建設後 30～40 年以上経過して老朽化が進行し
ている。また上郷高校閉校後放置された期間が長いため荒廃が進み、再活
用のためには供給処理設備を中心に多額の費用が見込まれる。 

こうした状況を考慮すると、改修による施設寿命の延長効果は不透明
であり、リノベーションを行うより既存施設を全撤去して、求められる機
能に応じて最低限の施設を新設する方が結果として低コストとなると考
えられる。建物等を全て撤去した場合のエリア面積は、約 25,000 ㎡に及
ぶ。多面的な利用拡大につながる施設配置と広場化等の自由度（必要最低
限の施設整備、および需要変化に応じて段階的な成長が可能なプランの
柔軟性の高さ・将来的な可変性の担保）を考慮すれば、この規模の更地を
確保することで、取り壊し撤去費用を上回る十分な効果が期待できる。 

以上のことから、既存建築物は全て解体撤去する。 

（4） 計画地の敷地を分断する市道 3-2189 号線の取り扱い 
市道 3-2189 号線の有無は、陸上競技場本体の（トラックの軸方向設定、

観客席と付帯施設等の規模等を含めた）配置の自由度とともに、その他主
要施設の配置、メインアプローチの設定、駐車場の位置と規模にも大きく
影響する。 

また、この道路を廃道とすることで、敷地全体を回遊する動線が確保で
き、それに沿った緑地や広場の配置が行いやすくなる。さらに、避難動線
の設定（敷地内の連続性と通路のゆとり）、災害時の機能確保のためのオ

追 加 
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ープンスペース規模の設定、避難・物資輸送を考慮した複数の入口と、ス
ムーズでゆとりのある動線確保にも有利となる。 

以上のことから、敷地を一体的に活用するために、市道 3-2189 号線を
廃道することが望ましい。 

（5） 市道 3-2189 号線を通って上郷児童館へ通う上郷小学校児童への配慮 
上郷小学校の児童が、平日夕方の時間帯に市道 3-2189 号線を通って上

郷児童館および児童クラブへ通っている。陸上競技場の整備後は、施設内
を通れるように園路を整備する。 

（6） バスの運行を考慮した駐車場の整備 
大会等では、多くのバスによる来場が想定されることから、幅員に余裕

がある市道 3-2133 号線沿いの敷地北側に整備することとする。また、交
通渋滞発生を抑制・緩和するために、駐車場入口への右折及び左折専用レ
ーンの設置を検討する。 

（7） バス停留所の設置 
「2.1.1 敷地分析  (8)交通アクセス ウ 公共交通によるアクセス」に

示したとおり、最寄りの鉄道駅からのバスによるアクセスは３路線ある
ものの、最も近い停留所の「つくバスの西部シャトルの上郷台宿（上郷小
学校入口）」でも、徒歩８分の距離があるため、施設近傍へバス停留所を
設置することが望ましい。 

（8） 地域への配慮 
陸上競技大会や日常利用時における騒音、光害及び交通渋滞等の発生

に対して、施設や設備の形態・構造上の工夫や、バッファー空間・緑地等
の確保等を行うことで、地域住民の環境へ配慮する。 

（9） 地域の交流拠点 
上郷地区では、地元の祭りやイベント等の地域活性化のためのイベン

ト等の活動を積極的に行っているが、イベントや日頃の活動等で 50～60
人程が集まれる屋内施設及び広場を設置する。 

(10)  防災機能の設置 
平成 27 年９月の関東・東北豪雨では、鬼怒川の堤防決壊により、常総

市からの避難者約 1,000 人が豊里地区と谷田部地区に避難している。 
昨今頻発する激甚災害等に備えて、広域の避難場所、物資輸送の中継地

点や災害用品の備蓄倉庫等、防災機能を設置する。 
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第３章 基本計画 
３.１ 基本方針 

３.１.１ ビジョン・コンセプト 
関連上位計画及び種々の課題への対応を図り、陸上競技場として有効

活用していくためのビジョンとコンセプトを次のとおり設定する。 

(1) 誰もが利用できる施設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 障害者スポーツ 
 
 
 
 

 
 

(3) 地域の交流拠点 
 

    
 
 

(4) 防災機能 
 
 

ＳＤＧｓの基本理念を取り入れ、障害者、高齢者、子どもたちなど
市民の誰もが利用できる施設整備 

◆競技者：公認記録の取れる陸上競技大会が開催できる施設 
 ◆障害者：陸上競技大会、障害者施設による利用、管理者による教

室（競技、機能維持）ができる施設 
 ◆高齢者：陸上競技大会やグラウンドゴルフができる施設 
 ◆子ども：小・中学校や高校の陸上競技大会や部活動での利用がで

きる施設 
      小・中学校、幼稚園や保育所の運動会ができる施設 
 ◆誰でも：年齢等を問わず、ウォーキングや軽運動等ができる施設 

障害者スポーツ施設の整備を図り、身近な地域でスポーツに参加でき
ることや、障害者スポーツを学び、支え、障害者と一緒にスポーツを楽
しむことができる施設整備 
 ◆障害者スポーツ大会、体験イベントやサポーター養成教室が開催で

きる施設 

地元住民が日常的にウォーキング等を楽しみながら、気軽に集い、賑
わい、地域が活性化するための交流拠点としての施設整備 

昨今頻発する激甚災害等に備えた、広域の避難場所や物資輸送の中継
地点等の役割を想定した施設整備 
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３.２ 導入施設・機能 

３.２.１ 求められる機能等 
基本方針として掲げたビジョンとコンセプトを具現化していくために

求められる機能・施設整備の留意点を整理する。 

（1） 上位計画等において求められている機能 

ア 第３期スポーツ基本計画 
スポーツ基本法に基づく第３期スポーツ基本計画では、スポーツの価

値を高めるための新たな３つの視点を掲げている。以下に、３つの視点そ
れぞれにおける重点施策の一例を記す。 

(ｱ) スポーツを「つくる／はぐくむ」 
性別、年齢、障害の有無に関係なく、多様な主体それぞれがスポーツ

に参画できる環境の構築等 

(ｲ) スポーツで「あつまり、ともに、つながる」 
施設の整備やプログラムの提供、啓発活動等を通じて、様々な立場・

状況の人があつまり、ともにスポーツを楽しめる環境の構築等 

(ｳ) スポーツに「誰もがアクセスできる」 
オープンスペース等のスポーツができる場の創出、スポーツ施設の

ユニバーサルデザイン化の推進等 
 

イ つくば市スポーツ推進計画〔中間年度見直し版〕 
つくば市スポーツ推進計画では、「スポーツで“つながる”まち つくば」

を基本理念として、４つの基本戦略を掲げている。以下に、４つの基本戦
略それぞれにおける施策の一例を記す。 

(ｱ) ライフステージに応じたスポーツ活動の促進 
成人、子ども、高齢者、障害者のスポーツ活動の促進 

(ｲ) スポーツを通じた交流と組織基盤の強化 
住民が参画するスポーツイベントの機会の提供 

(ｳ) スポーツ環境の整備・充実 
スポーツ施策及び関連する公共空間の整備及び維持管理 

(ｴ) スポーツ推進のための連携・協働の推進 
スポーツ団体、大学及び研究機関との連携・協働 
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（2） スポーツ団体等の意向・要望 
導入施設・機能にかかるスポーツ団体等からの意向・要望は以下のとお

りである。 

ア 陸上競技団体からの意向 
つくば市陸上競技協会代表者へ陸上競技場の整備についてヒアリング

を行ったところ、天然芝整備のインフィールドや 5,000 人規模の観客席
を備え、茨城県大会規模が開催できる第３種公認の陸上競技場を整備し
てほしいとの意見があった。また、陸上競技場のほか、200m 程度のサブ
トラック、ウォーミングアップに使える多目的広場、1.5～2.0 ㎞のジョギ
ングコース、陸上競技場周辺の緑地帯、雨天時に利用できる体育館及び屋
内の研修施設・宿泊施設等の希望があった。 

さらに、現在、筑波大学を会場として実施しているつくば陸上競技選手
権大会において、参加者約 2,000 人で、500 台規模の駐車場が必要である
との意向を確認した。 

 

イ つくば市ＰＴＡ連絡協議会の桜並木学園、紫峰学園及び大穂学園から
の要望 

平成 29 年（2017 年）11 月につくば市ＰＴＡ連絡協議会から提出され
た「教育環境および学校施設・整備等に関する要望書」において、小中学
校が他施設を借用して陸上競技大会を開催していることを踏まえ、市内
に公認記録が取れる陸上競技場の建設について、桜並木学園（並木中、並
木小、桜南小）、紫峰学園（筑波東中、筑波小、北条小、小田小）及び大
穂学園（要小）から要望があった。 

 

ウ つくば市中学校体育連盟からの意向 
令和４年度（2022 年度）のつくば市中学校体育連盟所属の部活動部員

数は、「テニス」が最も多く 885 人、次いで「バスケット」が 708 人、「卓
球」が 646 人、「陸上」が 496 人となっている。 

また、陸上部以外の部活動は市内で大会や練習試合が開催できるのに
対して、陸上部については、大会はもとより練習試合すらも市内で開催で
きないという状況が続いている。 
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３.２.２ 導入施設・機能の検討 
前項までの整理に基づき、計画地に導入する施設・機能を以下のとおり

整理する。 
 

表 3-1 導入施設・機能の検討 

施設 機能 

走路 ・第４種公認（第３種相当整備） 
・400ｍトラック１面（全天候型舗装８レーン） 

雨天走路 ・100ｍの直線走路 

インフィールド ・天然芝（サッカー等の多目的な球技の利用を想定） 

管理棟 

・管理事務所 
・本部室、放送記録室、審判控室、医務室、控室 
・多目的室（会議室） 
・トイレ（男・女・多機能） 
・更衣室、シャワー室 
・地域の交流拠点 

観客席 ・メインスタンド  
・芝生スタンド   

倉庫 
・第３種相当の用器具や備品の格納スペース 
・障害者スポーツの要器具や備品の格納スペース 

電気設備 
・電光掲示板 
・夜間照明 

多目的広場 ・サブトラックまたはサブグラウンド 

園路 
・ウォーキングコース、ジョギングコース 
・誰もが日常的に自由に通れる園路 

屋外トイレ ・災害対応も考慮した男・女・多機能の施設 

防災機能 
・避難場所、物資輸送の中継地点 
・災害用品の備蓄倉庫 

駐車場 
・普通車用 
・身体障害者用 
・バス用 

駐輪場 ・自転車用 
バス停留所 ・研究学園駅及び万博記念公園駅からのバスルート 
施設全体 ・誰もが利用しやすいユニバーサルデザイン施設 
地域への配慮 ・騒音、光害及び交通渋滞に配慮した施設 
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３.３ 計画条件 

３.３.１ 利用者数の想定 

（1） 年間利用者数の想定 
本計画施設の年間利用者数を想定するため、次の２つの方法で試算を

行った。 

ア 市内類似施設の実績データによる年間利用者数の想定 
つくば市の体育館、サッカー場、野球場における、平成 29 年度から令

和４年度までの利用者数は、以下の通りである。 

表 3-2 つくば市内のスポーツ施設の利用人数 ※1 

   年度 
施設群 

H29 
 

H30 
 

R1 
 

R2 
※2 

R3 
※2 

R4 
 

平均 
※2 

体育館 
(８箇所平均) 

35,641 35,937 36,178 22,419 24,083 29,126 34,221 

サッカー場 
(３箇所平均) 

26,576 24,720 22,885 15,253 13,769 23,928 24,527 

野球場 
(12 箇所平均) 

8,201 8,406 9,034 5,747 6,763 8,289 8,483 

※1 表中における対象施設は以下の通り。 
  【体育館】谷田部総合体育館、桜総合体育館、大穂体育館、吉沼体育館、 
       豊里体育館、東光台体育館、筑波総合体育館、豊里柔剣道場 
  【サッカー場】高崎サッカー場、セキショウチャレンジスタジアム、 
         つくばウェルネスパークスポーツフィールド 

 【野球場】吉沼野球場、谷田部野球場、豊里多目的広場野球場、大崎公園野
球場、手代木公園野球場、羽成公園野球場、小貝川スポーツ公園
野球場、大池公園野球場、桜南スポーツ公園野球場、さくら運動
公園野球場、茎崎運動公園野球場、高見原ソフトボール場 

※2 令和２年度、令和３年度については、新型コロナウイルス感染症の影響に
より利用者数が大きく減少したため、計算の対象外とする。 

 
このうち本計画地（陸上競技場）と機能・施設規模、利用形態が類似す

るサッカー場と野球場の利用者数は、それぞれ 24,527 人、8,483 人であ
る。 

以上から、本計画地をつくば市内の屋外運動施設としてみた場合、年間
利用者数はおよそ 8,500 人～24,500 人程度と想定できる。 
 

追 加 
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イ 治体の類似施設の年間利用者数 
茨城県内の陸上競技場における平成 29 年度から令和４年度までの年間

利用者数の調査を行った。 
対象の陸上競技場、および所在地の人口は以下の通りである。 

表 3-3 茨城県内のつくば市周辺自治体の人口および陸上競技場 

施設名 所在地 人口 
(R5.3.1 現在) 

笠松運動公園陸上競技場【第１種公認】 
ひたちなか市 154,479 
那珂市 53,803 
東海村 37,905 

古河市中央運動公園陸上競技場【第２種公認】 古河市 140,813 
龍ヶ崎市陸上競技場【第３種公認】 龍ヶ崎市 75,721 

 
上記３箇所の陸上競技場の利用者数の推移は以下の通りである。 

表 3-4 茨城県内のつくば市周辺自治体の陸上競技場の利用人数 

   年度 
施設 

H29 
※2 

H30 
 

R1 
※2 

R2 
※1 

R3 
※1 

R4 
 

平均 
※3 

笠松 
【第１種】 

385 94,624 201,051 31,796 81,609 91,945 93,285 

古河 
【第２種】 

49,585 66,487 70,908 21,959 14,088 20,150 51,783 

龍ヶ崎 
【第３種】 

42,295 52,167 43,747 31,930 19,094 44,056 45,566 

※1 令和２年度、令和３年度については、各施設とも新型コロナウイルス感染
症の影響により利用者数が大きく減少したため、異常値として計算の対象
外とする。 

※2 笠松運動公園陸上競技場において、平成 29 年度は改修工事のため利用者数
が大幅に減少し、令和元年度は国体開催のため利用者数が大幅に増加した
ため、異常値として計算の対象外とする。 

※3 各競技場の平均値は、※1、※2 で異常値とした数値（  欄）を除いた値
にて算出する。 

 
以上から、茨城県内の他自治体の陸上競技場の年間利用者は、およそ

45,600 人～93,300 人程度となっている。 
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（2） 同時来場者数の想定 

ア 最大同時来場者数のピークの考え方 
市内の中学生の陸上競技大会をはじめとした大会等のイベント開催時

に本計画地における同時来場者数はピークとなると考えられる。 

(ｱ) 市内の中学生の陸上競技大会開催時の観客数に基づく想定 
つくば市の公立中学校 12 校と義務教育学校 4 校の計 16 校の生徒総

数は、令和 4 年（2022 年）4 月時点で 6,612 人である。この１/４程度
の 1,600 人が選手又は応援として参加し、さらに教職員、関係者及び父
兄が合計 600 人程度参加すると想定した場合、合計で 2,200 人程度が
開催当日に来場する観客総数と考えられる。 

(ｲ) つくば市陸上競技選手権大会開催時の観客数実績に基づく想定 
つくば市陸上競技選手権大会の参加者は、約 2,000 人程度である。 

(ｳ) 最大同時来場者数のピークの想定 
上記(ｱ)と(ｲ)を基に、競技進行に伴い順次参加選手と観戦者等が入れ

替わる利用実態を考慮し、同時滞在率を８割程度と考えると、大会開催
時の同時来場者数は最大で 1,800 人程度と想定される。 
 

・参加者及び観戦者等数 ＝ 2,200 人 
・同時滞在率      ＝   80％ 
・最大同時来場者数   ＝ 1,800 人 
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３.３.２ 導入機能の設定（計画イメージの整理） 
3.2 導入機能の検討を踏まえて、陸上競技場本体および関連する主要施

設ごとに導入機能に対応する整備の参考イメージを整理した。なお、以下
に掲げた写真等は類似施設の事例を参考として用いている。 

（1） 陸上競技場本体 

ア 走路 
第４種公認（第３種相当整備） 
400ｍトラック１面（全天候型舗装８レーン） 

雨天走路 
 
 
 
 
 

 

イ インフィールド 
天然芝（サッカー等の多目的な球技の利用を想定） 

（2） 観客席 

ア メインスタンド 

1,800 席 

イ 芝生スタンド 
2,500 席 
 
 
 
 

類似施設の写真を挿入予定 

類似施設の写真を 

挿入予定 

類似施設の写真を 

挿入予定 

追 加 
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(3)  管理棟 

ア 管理事務所 

イ 本部室、放送記録室、審判控室、控室 

ウ 医務室 
 

 

 

 

 

 

エ 多目的室（会議室） 
 

 

 

 

 

 

オ トイレ（男・女・多機能） 

カ 更衣室、シャワー室 
 

 
 
 

 

 

 

 

キ 倉庫 
第３種相当の用器具や備品の格納スペース 
障害者スポーツの用器具や備品の格納スペース 

類似施設の写真を 

挿入予定 

類似施設の写真を 

挿入予定 

類似施設の写真を 

挿入予定 

類似施設の写真を 

挿入予定 

類似施設の写真を 

挿入予定 

類似施設の写真を 

挿入予定 

類似施設の写真を 

挿入予定 

類似施設の写真を 

挿入予定 

類似施設の写真を 

挿入予定 



46 

 

(4) 地域の交流拠点／コミュニティ広場 
 

 

イベントや日頃の活動等で 50～60
人程度が集まれる屋内施設 

ミニスポーツやイベントなど、多目
的な利用が可能な芝生の広場 

 
 
 

 

(5)  多目的広場 
サブトラック（サブグラウンド）機能、 
ウォーミングアップ空間 

 

 

 

 

 

 

(6)  園路 

ア 誰もが日常的に自由に通れる園路 

イ ウォーキングコース、ジョギングコース 
比較的やわらかなゴムチップウレタン舗装

で足に優しく、目に鮮やかな青色で園路との区
分を明確にしている。 

誘導標識として植栽を配置し、単調となりが
ちなコースでも飽きさせない工夫がされてい
る。 

類似施設の写真を 

挿入予定 

類似施設の写真を 

挿入予定 

類似施設の写真を 

挿入予定 

類似施設の写真を 

挿入予定 

類似施設の写真を 

挿入予定 

類似施設の写真を 

挿入予定 
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(7)  屋外トイレ 
災害対応も考慮した男・女・だれでもトイレ 

(8)  防災機能 

ア 避難場所 

イ 物資輸送の中継地点 
災害用品の備蓄倉庫 

(9)  電気設備 

ア 電光掲示板 

イ 夜間照明 

(10) 駐車場 

ア 常設駐車場 

イ 臨時駐車場 

(11) 駐輪場 

 (12) バス停留所  
研究学園駅及び万博記念公園駅からのバスルートに対応するロータ

リーを整備する。 
 

３.３.３ 障害者スポーツ関連の整備について 
文部科学省では、平成 31 年 3 月に「障害のある人のスポーツ活動を支

援する～障害者のスポーツ活動推進プラン～」を取りまとめ、障害のある
方がその個性や能力を生かして活躍できる場のより一層の拡大を目指し
ている。誰もがスポーツを親しむ機会を奪われないようにすること、より
多くの人が身近にスポーツをできるような環境づくりを加速させること
が重要である。 

計画地においても、障害者スポーツが可能な施設・設備および駐車場、
円滑な移動の可能な園路などの整備について検討していく。 

追 加 



48 

 

３.４ 環境の保全と創出 

３.４.１ 上位計画の整理 

（1） 都市計画マスタープラン 2015（令和５年度現在、見直し作業中） 
つくば市都市計画マスタープラン 2015 では８つの地域コミュニティ

プランを定めており、上郷高校跡地は豊里コミュニティプランとして設
定され、景観・自然の保全について取り上げられている。 

 
豊里コミュニティプラン 

豊里コミュニティは、河川や広大な農地、広く点在する平地林や伝統的集落等を有し 
ています。市街地としては、上郷地区に既成市街地が形成されているとともに、住宅地
と研究団地が土地区画整理事業により一体的に整備された東光台研究団地、工業団地
であるテクノパーク豊里、市街化調整区域の大規模開発による住宅団地であるつくば
豊里の杜が整備されています。 

 

  

上郷高校跡地 

 

◆ 伝統的集落とその背後に広がる広大な
優良農地が織りなす田園景観の保全 

◆ 上郷地区の居住環境の保全と地域生活
拠点の強化、県道赤浜谷田部線のバイパ
ス整備による交通アクセス強化 

◆ 上郷高校跡地の活用方策の検討 
◆ 東光台研究団地での居住環境と研究所

等が調和した都市環境の向上 
◆ つくば豊里の杜での自然環境と調和し

た良質な居住環境の形成及び維持・保全 

◆ 豊かな田園景観を形成する農地、斜面林、平
地林の維持・保全・活用 

◆ 自然・緑とふれあえる拠点となるゆかりの森の
保全・活用 

◆ 小貝川の水辺を保全・活用した親水空間形成
の検討 

◆ つくばテクノパーク豊里の景観形成と緑地保
全、公共交通の利便性の確保 

◆ 都市計画道路西平塚高野線（県道土浦境線）、
都市計画道路真瀬今鹿島線（県道つくば真岡線）
の整備促進、県道赤浜谷田部線の機能強化検討 

追 加 



49 

 

（2） つくば市緑の基本計画 
つくば市緑の基本計画では、市内の緑の現況や課題、将来像等について

取りまとめられている。 
その中で、計画地および上郷地区周辺に関連する内容は以下の通りで

ある。 
 

【つくば市の緑の現況と特性】 
  つくば市は、北に筑波山を仰ぎ、南に牛久沼を控え、西側に小貝川、

筑波山の山裾に桜川が流れており、これらが大きな緑の骨格を形成し
ています。また、中小の河川が台地を刻むように流れており、広がりの
ある台地上には、平地林などの樹林地、屋敷林、農地、ため池、谷津田、
あるいは社寺などの歴史的な環境と一体となった緑が織りなすように
展開しています。 

 
   【工業団地の緑】 
     工業団地における研究所・工場などについては、「緑地協定」を締結

しているテクノパーク大穂やテクノパーク豊里、「環境景観協定」を締
結した筑波北部工業団地、筑波西部工業団地では積極的に緑化がなさ
れており、緑豊かな景観が形成されています。 

 
【道路の緑】 
  関東鉄道筑波線の廃線を利用した、つくばりんりんロード（県道 501

号桜川土浦自転車道線）も整備されており、市内外の自転車愛好家や、
市民の自転車利用が多い路線となっています。 
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３.４.２ 景観の保全 

（1） 広域的な景観について 
計画地からみた広域な景観的な要素を整理すると、市北端には、つくば

市のシンボルであり、ランドマークとして広く認知されている筑波山が
存在している。また、市の西側には、一級河川の小貝川が流れている。（図
3-1）つくば市は関東平野のほぼ中央に位置しており、平坦な地形である
ため、前述の筑波山などを遠望できる広大な景観が大きな特徴である。
（図 3-2）（図 3-3） 
 計画地においては、トラックの配置方向等に「筑波山軸」を取り入れた
り、敷地内に筑波山を望めるビューポイントを設けるといった検討を行
うことが望ましい。 

   
図 3-1 つくば市広域景観図         図 3-2 色別標高図 

 

図 3-3 上郷高校校庭（現・上郷グラウンド）より筑波山を望む 

追 加 
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（2） 地域的な景観について 
計画地のある上郷地区の、地域的な景観についても整理する。 

    計画地から周囲をみた場合の地域的な景観要素を、図 3-4 に示す。 

図 3-4 計画地周辺の景観要素 

 
計画地周辺には、道路沿いに集落が形成されており、それを取り囲むよ

うに多くの畑や農地、屋敷林等があり、のどかな農地景観が広がっている。 
また、この地域にはかつてはアカマツ、ナラ、クヌギ等の雑木林が存在

しており、現在でもその一部が残されている場所がある。 
また、計画地のすぐ南には小規模であるが八坂神社の緑、西側には上郷

小学校の緑が隣接する。 
さらに西側に１km ほど進むと、一級河川の小貝川が流れている。 
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（3） 周辺地域から見た計画地の景観について 
陸上競技場の整備においては、上記のような、のどかな景観や歴史的景

観をできるだけ保全し、調和していくことが重要である。 
そのために、周辺地形に沿った緩やかな造成地形や施設の高さを抑え

る配慮等が求められる。また、そうした配慮に呼応した施設群の意匠の統
一と、使用する素材と色彩についても周辺の景観要素への溶け込みを意
識する。 

（4） 敷地内の既存樹木について 
敷地は学校跡地であることから、既存の樹木が多数存在している。 

 陸上競技場の整備に伴い撤去せざるを得ない樹木が多いが、保全が可能
な樹木は、可能な限り残していくことが重要である。 

 

図 3-5 計画地の主な既存樹木 

H C W

1 サワラ 14.0 2.00 7.0 1 本

2 メタセコイヤ 16.0 2.75 14.0 1 本

3 シラカシ 16.0 2.60 12.0 1 本

4 スタジイ 16.0 2.58 15.0 1 本

5 ヒマラヤスギ 16.0 1.05 6.0 1 本

6 シラカシ 14.0 1.95 8.0 1 本

7 シラカシ 16.0 2.55 8.0 1 本

8 シラカシ 16.0 2.28 10.0 1 本

9 シラカシ 18.0 2.28 10.0 1 本

10 エノキ 18.0 2.52 12.0 1 本

11 エノキ 18.0 2.35 12.0 1 本

12 エノキ 18.0 2.44 16.0 1 本

13 ニワウルシ 16.0 2.00 8.0 1 本

14 ソメイヨシノ 7.0 1.80 7.0 5 本

15 ソメイヨシノ 8.0 2.90 12.0 3 本

16 アオギリ 7.0 1.20 5.0 6 本

17 ヒマラヤスギ 16.0 2.86 16.0 1 本

18 イチョウ 16.0 1.80 7.0 4 本

19 セイヨウカナメモチ 7.0 0.75 6.0 70 本

20 ソメイヨシノ 8.0 1.80 8.0 7 本

21 イチョウ 8.0 1.56 7.0 9 本

22 ソメイヨシノ 8.0 2.10 8.0 3 本

形状寸法
名　称 本数 単位
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（5） 敷地内および周辺のシンボルツリー・景観木について 
敷地内や周辺におけるシンボルツリーとなり得る大きな樹木や、景観 

   上特徴のある植栽などは以下のようになっている。  

Ａ ヒマラヤスギ Ｂ メタセコイヤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ ソメイヨシノ Ｄ ケヤキ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-6 計画地敷地内および周辺のシンボルツリー・景観木 

 樹種・樹高 位置 

Ａ ヒマラヤスギ 

16.0ｍ  

敷地内 

グラウンドと校舎の 

中間付近 

Ｂ メタセコイヤ 

16.0ｍ 

敷地内 

駐輪場付近 

 

Ｃ ソメイヨシノ 

約 5.0ｍ 

敷地外 

上郷小グラウンドの 

東側道路沿いの並木 

Ｄ ケヤキ 

約 12.0ｍ 

敷地外 

八坂神社 
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３.４.３ 環境配慮 

（1） 「記録公認」に向けた地域の恒常風への配慮 
陸上競技の記録公認のルールとして「200m 以下の競技、走幅跳び及び

三段跳の屋外記録は風速が＋2.0m/s を越えた場合、混成競技は、風速を
計測する種目の平均 が+2.0m/s を超えた場合、参考記録として区別さ
れる。」となっており、できるだけ追い風を 2.0ｍ/s 以下に抑えられる競
技環境が望ましい。 

過去 10 年のつくば市の月間平均風速は、すべて 2.0ｍ/s を超えてい
る。夏場に吹く南東方向の風は向かい風であり、記録公認が採れるが、夏
以外に吹く筑波おろしは北方向の追い風となるため、防風対策が不可欠
である。このため、築山や防風林の配置を含めた防風対策の検討を行って
いく。なお、これらは大会時だけでなく平常時の利用環境の向上にもつな
がる。 

 

（2） SDGs につながる環境配慮 
環境配慮にあたっては、国連の持続可能な目標（SDGs）につながる内

容についても検討する。今回の陸上競技場の整備にあたり、当てはまる目
標は以下の通りである。（図 3-7 内 赤枠） 

図 3-7 持続可能な開発目標（SDGs） 

追 加 
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ア 自然環境が有する機能の活用 
既存樹木の保全や、緑地空間の確保・適切な配置により、周辺農地を含

めた緑のネットワークを形成し、生物環境の維持向上を図る。また、火災
時の延焼防止機能や、災害時に多様な機能に対応できる広場の確保にも
つながる。 

イ 環境負荷の低減・CO2 排出抑制を意識した整備・管理 
「第３次つくば市役所地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」及び「つ

くば市低炭素（建物・街区）ガイドライン」に即し、温室効果ガスの排出
量の削減と温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化に寄与する設備計画
を基本に検討を行う。 

 

（3） 周辺地域環境への影響の低減 

ア 既存生活動線／安全な通学路の担保 
計画地周辺の既存生活動線・安全な通学路を計画地内の園路によって

担保する。 
大規模イベント時等には特定時間帯の交通量が大幅に増え、周辺住民

の生活に悪影響が生じる可能性があるため、これを回避する下記のよう
な方策を検討する。 
(ｱ)  比較的幅員の広い既存道路を活用し、スムーズな自動車アクセスと

渋滞回避が可能な効率的メインアプローチ設定を工夫する。 
(ｲ)  上記と連携し、適正な規模の駐車場の分散配置と敷地内動線（滞留

長確保等）についても工夫する。 

イ 騒音・振動への配慮 
陸上競技場でのイベントとして、中学校体育連盟主催の大会や市主催

の大会の他、地域の祭り等の需要が見込まれることも想定し、騒音・振動
規制に対応することを基本として、施設配置や構造の工夫等により周辺
への影響を最小限にする対策を検討する。 

施設周辺のバッファーとなる空間と緑地等の確保に努める。 
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３.４.４ 施設の長寿命化 

（1） 概要 
長寿命化の目標は、厳しい財政状況や人口減少、少子高齢化の進展等と

いった中長期的な社会経済情勢の変化を見据えて持続可能なメンテナン
スの構築に向けた取組を進め、維持管理・更新等に係るトータルコストの
縮減・平準化を図ることにある。この目標に向けて、日常的な維持管理と
定期的な点検・診断、予防保全の考えに基づく計画的な修繕・更新の実施
等によって施設機能の寿命を延ばすことが基本となる。 

本検討においては、低コストでの長期機能維持に向けて、建築をはじめ
とした計画地内諸施設の維持更新を行いやすいように構造・形態・素材・
設備等を吟味することに加え、以下の(2)及び(3)に留意することで広義の
「長寿命化」として長期的視点でのコストダウンを図る。 

 

（2） 将来のニーズ変化への柔軟な対応 
将来のニーズ変化に対応した施設内容・規模等の変更が可能な空間的

なゆとりの確保を図る。 
具体的には、利用が想定される各種競技団体等の要望を整理して施設

計画に反映する一方で、主要施設外縁部および敷地内で連携が図りやす
い位置に拡張・機能変更が可能な十分な面積と多面的利用が行いやすい
形状のオープンスペース確保に努める。 

その際に、主要建築施設と付帯施設の相互配置の自由度、および緑地・
広場・散策空間等との連携しやすさについても留意する。 

 

（3） 施設の拡張や改修が容易な構造・形態・素材の活用検討 
上記のニーズ変化については、大会規模の拡大・カテゴリー変更・プロ

チームによる利用等、将来の利用形態の変化に応じて想定される付帯施
設拡張への対応も含まれる。したがって、メインスタンドの構造・規模変
更の自由度（観客席と付帯施設等の将来的な拡張・改変の余地／仮設構造
物の設置等）についても意識する。 

追 加 
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３.５ インフラ整備の基本方針 

３.５.１ 交通アクセス 

（1） 自動車（普通乗用車）によるアクセス 
計画地へのアクセスの主な手段は、自動車（普通乗用車）による来場が

考えられる。また、大会時等には学校単位の貸切バスでの来場も考えられ
る。 

計画地周辺において、現状で普通乗用車およびバスが円滑に通行し、す
れ違える幅員（8.0ｍ程度）を持つ道路は、市道１級 40 号線および市道 3-
2133 号線となる。 

 

図 3-8 計画地への主なアクセス道路 

追 加 
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図 3-9 計画地広域の主なアクセス道路 
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（2） 公共交通機関によるアクセス 
計画地への公共交通機関によるアクセスについては、最寄り駅からの

路線バス利用が想定される。路線バスによるアクセスについては、「2.1.1 
(8) 交通アクセス」に記述しているが、現状では、最も近いバス停留所か
らも徒歩で 8 分を要することから、計画地近傍にバス停留所の設置を検
討する。 

 

（3） 入口および周辺整備について 
計画地周辺の比較的大きい道路ではダンプトラック等の大型車両の通

行が比較的多く、歩道も十分に整備されていない。また、路線バスのバス
停留所から計画地までは、ある程度の距離を徒歩で移動する必要がある
ことからも、現状では歩行者、自転車や自動車が同じ道路を通行するには
十分な状況ではなく、利用者が陸上競技場に至るまでの動線や敷地内で
の確保は重要な課題である。 

 
<参考>テクノパーク豊里の動線確保事例 

 
 
 
 
 
 
 
 
         歩行者専用レーン        車道と駐車場との間の緩衝植栽 
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３.５.２ 駐車場・駐輪場 

（1） 同時来場者数の考え方 

ア 市内の中学生の陸上競技大会開催に必要な観客数の想定 
つくば市の公立中学校 12 校と義務教育学校 4 校の計 16 校の生徒

総数は、令和 4 年（2022 年）4 月時点で 6,612 人である。この１/４
程度の 1,600 人が選手又は応援として参加し、さらに教職員、関係者
及び父兄が合計 600 人程度参加すると想定した場合、合計で 2,200 人
程度の観客席スペースの確保が必要となる。 

イ つくば市陸上競技選手権大会の開催に必要な観客数の想定 
つくば市陸上競技選手権大会の参加者は、約 2,000 人程度である。 

ウ 同時来場者数の想定 
(ｱ)と(ｲ)を基に、競技進行に伴い順次参加選手と観戦者等が入れ替わ

る利用実態を想定し、同時滞在率を８割程度と考えると、大会の同時来
場者数は最大 1,800 人程度と想定される。 

・参加者及び観戦者等数 ＝ 2,200 人 
・同時滞在率 ＝ 80％ 
・最大同時来場者数 ＝ 1,800 人 
 

（2） 必要となる駐車区画数の想定 
来場時の普通乗用車の乗車人数（１台への同乗者数）については、 

2.1 人/台と設定する。 

ア 交通手段分担率と駐車場利用者数 
「つくば市スポーツ環境に関するアンケート調査（平成 29 年３月）」

では、よく利用しているスポーツ施設までの移動手段として、「バイク・
自家用車」と回答した方の割合が最も高く 82.7％となっている。 

 
第６回東京都市圏パーソントリップ調査（平成 30 年）における、 
つくば市の交通手段分担率のうち、自動車分担率は 63％となってい 
る。 

したがって、自家用車用の駐車場規模算定に用いる交通手段分担率
としてこの数値を採用する。 
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イ 必要となる普通車駐車区画数（一般利用者用） 
普通乗用車の乗車人数（１台への同乗者数）について 2.1 人/台と設

定し、上記の交通手段分担率（自家用車分担率：82.7％）を用いて、駐
車区画需要を算出する。 

最大同時来場者数 ÷ 乗車人数 × 交通手段分担率 
＝1,800(人)÷2.1(人/台)×82.7％≒708(台)…最大駐車区画数 

最大同時来場者数 ÷ 乗車人数 × 交通手段分担率 
＝1,800(人)÷2.1(人/台)×63％≒540(台)…最大駐車区画数 
 

ウ 必要となる普通車駐車区画数（身体障害者用） 
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（政令

第 379 号）の第 17 条の移動等円滑化基準の規定により、「駐車台数が
200 を超える場合は、駐車台数の 1/100 に 2 を加えた数以上の車い
す使用者駐車施設を設ける」と定められていることから、これを基に算
出すると以下のとおりとなる。 

最大駐車区画数 × 1/100 ＋ ２ 
＝708(台)×1/100＋２≒10(台)…身体障害者用駐車区画数 

しかしながら、本施設は基本方針において「誰もが利用できる施設」
と「障害者スポーツ」を設定しており、身体障害者用駐車区画数を通常
よりも多めに設置することが望ましいと考えていることから、最大駐
車区画数の 10％とする。 

最大駐車区画数 × 10％ 
＝708(台)×10％≒71(台)…身体障害者用駐車区画数 

最大駐車区画数 × 10％ 
＝540(台)×10％≒54(台)…身体障害者用駐車区画数 
 

エ 大会時に必要となるバス用駐車区画数 
バス利用については、大会時の選手の団体のみを想定し、応援団等の

観客は自家用車と公共交通機関での来場を前提とする。 
市内の中学校の大会を想定すると、令和４年度（2022 年度）のつく

ば市中学校体育連盟所属の中学校全てがバス１台で来場すると想定す
ると、計 18 台が必要となる。また、一般的な大型バスで補助席を除い
た正座席数を 45 席とし、そのうち５席を教職員分とした上で、陸上部
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員数が１校当たり 40 人を超える学校は５校あることから、これらを基
に算出する。 

中学校体育連盟所属学校数 ＋ 陸上部員が 40 人を超える学校数 
＝18(校)＋５(校)＝23(校)…バス駐車区画数 
 

オ 必要となる自転車駐輪区画数 
「つくば市スポーツ環境に関するアンケート調査（平成 29 年３月）」

では、よく利用しているスポーツ施設までの移動手段として、「自転車」
と回答した方の割合は 8.9％となっていることから、これを基に算出す
る。 

最大同時来場者数 ÷ 乗車人数 × 交通手段分担率 
＝1,800(人)÷1(人/台)×8.9％≒161(台)…最大駐輪区画数 

第６回東京都市圏パーソントリップ調査（平成 30 年）における、つ
くば市の交通手段分担率のうち、自転車分担率は 12.0％となっている
ことから、これを基に算出する。 

最大同時来場者数 ÷ 乗車人数 × 交通手段分担率 
＝1,800(人)÷1(人/台)×12.0％≒216(台)…最大駐輪区画数 
 
 

（3） 駐車台数のまとめ 

表 3-5 駐車・駐輪台数のまとめ 

車種 台数 
普通車用 708 台（540 台） 
身体障害者用 71 台（54 台） 
バス用 23 台 
自転車用 161 台（216 台） 
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３.５.３ 上水道 
    計画地周辺には上水道が整備済であり、上水の利用が可能である。 
    以下、計画地での１日当りの使用水量を算定する。 

（1） メインスタンド・管理棟の使用水量 
メインスタンドおよび管理棟の１日の最大給水量は次の式により算出

する。 
１日使用水量（L/d） 

＝人員（人）×１日１人当たりの使用水量（L/d・人） 
 人員について、前項で算出した最大同時来場者数 1,800 人を採用する。 

このうち、利用者の属性を表 3-5 のように想定する。 
 

表 3-6 利用者属性・人数 
属性 観客・ 

一般利用 
選手・ 
監督 

審判・ 
補助員 

職員・ 
スタッフ 

合計 

人数 1600 80 80 40 1,800 
 

また、給水使用量の原単位は、表 3-6 の通りとなる。 
 

表 3-7 給水使用量原単位 

種別 1 人 1 日平均利用水量 
（L/d・人） 

１日平均使用時間 
（h） 

観客・一般利用 30 5 
選手・監督 100 5 
審判・補助員 100 8 
職員・スタッフ 80 8 

出典：都市公園技術標準解説書（平成 25年度版、日本公園緑地協会） 

 
よって、メインスタンド・管理棟の１日使用水量（L/d）は 
＝1,600（人）×30（L/d・人）＋80（人）×100（L/d・人）＋ 
 80（人）×100（L/d・人）＋40（人）×80（L/d・人） 
＝67,200（L/d） 

 

 

 

 

追 加 
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（2） インフィールド天然芝への散水に必要な使用水量 
陸上競技場インフィールドを全て天然芝と仮定し、維持管理の散水を

行う場合の使用水量を算出する。 
・散水面積…7,314 ㎡（陸上競技場 106ｍ×69ｍ） 
・散水方式…立ち上がり式スプリンクラー×６か所×６回移動 
・スプリンクラーの仕様想定… 
  吐出量 848.0（L/分）、ノズル水圧 0.6MPa、散水半径 42ｍ 
・散水量…天然芝の場合、5.0mm/㎡・日とする。 
これらの条件より、 

   １箇所当りの散水時間＝全体面積×散水量（回/㎡）/（吐出量×回数） 
    ＝7,314（㎡）×5.0（mm）/(848.0×6)＝7.1875≒7.2 分 
   全体散水量＝ノズル吐出量×（散水時間/箇所）×回数 
    ＝848（Ｌ）×7.2 分×6（回）＝36,633（L/d） 
   よって、インフィールドの１日使用水量は約 36,600（L/d） 
 

       以上ア、イより、計画地での１日当り使用水量は 
     67,200＋36,600＝103,800（L/d）＝103.80（m3/d） 

と想定される。 
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３.５.４ 下水道 

（1） 汚水排水 
計画地周辺には汚水排水管が整備済である。以下、計画地でのトイレの

数および、その汚水排水量を算定する。 
メインスタンド観覧席は、一般に 1,000 人当たり 795 ㎡程度であるた

め、最大同時来場者数 1,800 人当たりでは 1,431 ㎡となる。 
「茨城県興行場法施工条例」では、各階の観覧室の床面積が 900 ㎡を

超える場合には、便器数を以下の数設置することが定められている。 
 

    45 個＋（床面積-900 ㎡）につき、60 ㎡ごとに１個 
    よって、トイレの個数は 
    45+(1,431-900)/60＝45＋9＝54 個 
     

トイレ 1 個当りの排水量は 4L であり、1 時間に各個 6 回転、1 日 8 時
間稼働すると想定する。 

 
以上より、計画地での１日当り汚水排水量は、 
54（個）×4（L）×6（回転）×8（h）＝10,368（L/d） 

＝10.37（m3/d）と想定される。 
 

（2） 雨水排水 
計画地周辺には雨水排水管は整備されておらず、近隣の上郷小学校に

おいても、浸透施設等が設置されていることは確認できない。 
陸上競技場の整備にあたっては、想定される雨水流出量の算定および、

付近の水路等への排水、地下浸透施設の設置、また５ha 以上の開発に伴
う調整池の設置が必要となる可能性もあるため、十分に検討を行う必要
がある。 

 
 
 
 
 
 
 

追 加 
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３.５.５ 電気・通信設備 
敷地内に電柱があることから、電気・通信設備は利用可能である。 
電気設備については、環境に配慮し消費電力を抑えるため LED 照明の

導入や太陽光発電などの自然エネルギーの活用を図るとともに、非常用
電源等による災害時の電力を確保する。 

通信設備については、陸上競技場の整備にあたり、以下の使用が想定さ
れるため、４～６程度の回線を準備することが望ましい。 
 ・光電話 
 ・ＦＡＸ 
 ・インターネット（光回線） 
 ・イントラネット（内部ネットワーク） 
 ・キャッシュレス決済 
 ・警備用回線 
 

３.５.６ ガス 
計画地は都市ガスの供給エリア範囲外であることから、ガス設備を利

用する際にはプロパンガスの使用を検討する。 
 

３.５.７ 防災設備 
陸上競技場は、災害発生時には広域の避難場所や物資運搬等の拠点と

なることが考えられるため、必要なスペースや設備の検討が必要である。 
また、陸上競技場での大会や日常利用の際に災害が発生した際に、円滑

に避難が可能な非常口、階段、スロープ等を確保する必要がある。 

  

３.６ ゾーニング・動線計画 

３.６.１ ゾーニング図・動線図 
陸上競技場のゾーニング・動線の計画にあたり、大会時等、最大の来場

者数を見据えた形のプラン A、日常時の利用のしやすさを重視したプラン
C、その中間のプラン B の計３案を作成した。 

 
※資料 3「ゾーニング図・動線図（案）」を参照 
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ゾーニング図・動線図（案） 
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各案の特徴の比較整理 
  プランＡ プランＢ プランＣ 

駐
車
場
等 

臨時 

駐車場の

有無 

全て常設・アスファルト

舗装 

平常時は多目的広場と

して活用できる小規模

な空間を確保し、大会

時等に臨時駐車場とし

て活用 

平常時は多目的広場と

して活用できる比較的

大規模な空間を確保

し、大会時等に臨時駐車

場として活用 

利用者 

一般 

駐車場 

普通車約 700 台 

【第１】敷地北側のメイ

ンアプローチから進入

する位置に約 650 台配

置 

【第２】敷地南東側アプ

ローチから進入する位

置に約 50台配置 

普通車約 700 台 

（常設約 600 台） 

【第１】敷地北側のメイ

ンアプローチから進入

する位置に約 500 台配

置 

【第２】敷地南東側アプ

ローチから進入する位

置に約 100 台配置 

【第３（臨時）】大会時

のオペレーションに応

じて、敷地南東側から進

入できる位置に約 100

台配置（芝+保護ブロッ

ク活用を想定） 

普通車約 700 台 

（常設約 500 台） 

【第１】敷地北側のメイ

ンアプローチから進入

する位置に約 450 台配

置 

【第２】敷地南東側アプ

ローチから進入する位

置に約 50台配置 

【第３（臨時）】大会時

のオペレーションに応

じて、敷地南東側から進

入できる位置に約 200

台配置（芝＋保護ブロッ

ク活用を想定） 

身障者用

駐車場 

普通車 54～71 台（５箇所程度） 

敷地北側メインアプローチから進入、メインスタンド正面のロータリー付近

に配置 

敷地南西側アプローチから進入、メインスタンドに近接する位置に配置 

関係者用

駐車場 

普通車５台 

敷地南西側アプローチから進入、メインスタンドに近接する位置に配置 

駐輪場 
200 台（25台×８か所） 

敷地西側に１か所、東側に２か所を歩行者入口と併設して配置 

サブトラック・

ウォームアップ

空間 

主競技場東側に隣接し

て 200ｍサブトラック

を配置 

100ｍの直走路、および

隣接して芝生広場を配

置 

主競技場東側に隣接し

て多目的芝生広場とし

て配置 

広場内に 100ｍの直走

路を配置 

主競技場北側に隣接し

て、恒常風を防ぐ防風林

と築山と一体の多目的

芝生広場として配置 

広場内に 100ｍの直走

路を配置 

 

  



 

5 

 

  プランＡ プランＢ プランＣ 

記録公認に向

けた地域の恒

常風への配慮 

記録公認の条件として、「200ｍ以下の競技、走幅跳び及び三段跳の屋外記録

は風速が＋2.0ｍを越えた場合、混成競技は、風速を計測する種目の平均 が

＋2.0ｍを超えた場合、参考記録として区別される。」と規定されているため、

追い風を 2.0ｍ/s 以下に抑える必要がある。 

過去 10 年のつくば市の月間平均風速は、すべて 2.0ｍ/s を越えている。夏場

の南東側向かい風は問題ないが、北寄りの筑波おろしは追い風となるため、

防風対策が不可欠である。 

競技場北側に防風林の

み配置 

十分な樹林帯幅を確保

できないため、場合によ

って防風フェンス等の

設置検討が必要となる 

競技場北側の芝生広場

内に防風林を配置 

状況に応じて、樹林帯の

幅の調節が可能 

競技場北側の芝生広場

内に築山と一体で防風

林を配置 

状況に応じて、築山造成

高さと樹林帯の幅の調

節が可能 

観
客
席
規
模 

メイン 

スタンド 
1,800 人収容 

芝 

スタンド 
斜面部も併せて全体で 5,000 人収容 

芝生スタンド部で 

2,500 人収容 

基
本
方
針
へ
の
対
応 

概要 

【誰もが利用できる施設】：ＳＤＧｓの基本理念を取り入れ、障害者、高齢者、

子どもたちなど市民の誰もが利用できる施設整備に対応できているか 

【地域の交流拠点】：住民が日常的にウォーキング等を楽しみながら、気軽に

集い、賑わい、地域が活性化するための交流拠点としての施設整備 

【防災機能】：広域の避難場所や物資輸送の中継地点等の役割を想定した施設

整備 

日常の 

スポーツ

利用空間

（常時開

放エリア

の割合） 

無料で活動が可能な区

域（24 時間解放を検討

する区域）が、極めて限

定される 

無料で活動が可能な区

域（24 時間解放を検討

する区域）は狭い。 

日常のスポーツ利用の

活性化に向けて、サブト

ラック機能を持つ広場

空間の管理運営手法の

検討が必要。 

無料で活動が可能な区

域（24 時間解放を検討

する区域）が、他の２案

より広く確保できる。 

障害者ス

ポーツ／

バリアフ

リーへの

配慮 

各案とも全域がほぼフラットであり、敷地内の利用者の移動に問題はない。 

今後のワークショップを通じて、具体的なスポーツ活動や各種の大会開催に

向けた留意事項の整理を進める。 
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  プランＡ プランＢ プランＣ 

基
本
方
針
へ
の
対
応 

地域交流

の場 

メインスタンドから離

れた位置に、小規模な空

間しか確保できない。 

メインスタンドに近接

して配置できるが、空間

規模は十分ではない。

（設置が求められる屋

内運動空間は、既存体育

館より小さくなる） 

メインスタンドに近接

して配置でき、空間規模

も十分確保可能。 

敷地東側の多目的広場

と合わせて、競技場南側

を一連の賑わい空間・日

常のスポーツ活動の場

として整備できる。 

防災機能 

広域避難場所としての空間規模は十分で、外周に

ループ園路を配置することで動線的にも問題な

い。 

多くの割合を占める舗装面は、車中泊用の空間と

して有用である。 

広域避難場所としての

空間規模は十分で、外周

にループ園路を配置す

ることで動線的にも問

題ない。 

舗装面が狭いため、災害

発生後の様々な活用の

自由度が高い。 

周辺環境 

・景観へ

の配慮等 

施設と駐車場が大半を占めるため、植栽空間が限

定される。 

他の２案に比べると、広

場や植栽地を広く確保

できるため、環境・景観

面の種々の配慮が可能。 
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（仮称）つくば市陸上競技場整備基本計画 

ワークショップについて 
 
１ ワークショップ開催の目的 

誰もが使いやすく、つくば市にふさわしい陸上競技場を整備するに当たり、
実際に陸上競技場を利用する方の立場においての検討を行うことを目的とす
る。 

ワークショップは、「障害者スポーツ・バリアフリーに関するワークショッ
プ」と「陸上競技・大会運営に関するワークショップ」の２つを開催する。 

ワークショップで出された意見等については、取りまとめて、（仮称）つく
ば市陸上競技場整備基本計画策定検討会議に提案・報告する。 

 
 
２ 障害者スポーツ・バリアフリーに関するワークショップについて 

(1) 参加者 
No. 氏 名 所 属 

１ 香田 泰子 
筑波技術大学 
障害者高等教育研究支援センター 教授 

２ 中島 幸則 
筑波技術大学 
障害者高等教育研究支援センター 教授 

３ 根目沢 浩幸 
スペシャルオリンピックス日本・茨城 副会長 
茨城県障がい者スポーツ指導者協議会 理事 

４ 原口 朋子 
社会福祉法人創志会 
つくばライフサポートセンターみどりの 施設長 

５ 川島 映利奈 つくば自立生活センターほにゃら 代表 

６ 小野﨑 結香 
筑波技術大学大学院 
情報アクセシビリティ専攻 

７ 植手 昂紀 
筑波大学大学院 
システム情報工学研究群社会工学学位プログラム
都市計画専攻 

８ 山本 彩佳 
筑波大学 
人間学群障害科学類専攻 

９ 丹羽 真理子 一般応募 

 ※敬称略・順不同 
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(2)  第１回ワークショップ 
  日時 令和５年４月 22 日（土） 午後１時 30 分～ 

場所 つくば市役所 ２階 会議室 201 
議事 ・ワークショップについて 

・（仮称）つくば市陸上競技場整備事業について 
・障害のある人におけるスポーツの意義と課題 

  ・最新事例の紹介（新国立競技場整備事業） 
   ・バリアフリーについての意見交換 

 
(3) 第２回ワークショップ 
  日時 令和５年６月 
  場所 つくば市役所 
  議事 ・障害者スポーツについての意見交換 

・策定検討会議への提出意見の取りまとめ 
 
 
 
３ 陸上競技・大会運営に関するワークショップについて 

(1) 参加者 
   ※調整中 
 
 (2)  第１回ワークショップ 
  日時 令和５年５月 

場所 つくば市役所 会議室 
議事 ・ワークショップについて 

・（仮称）つくば市陸上競技場整備事業について 
  ・施設の配置場所や向き、必要な施設や機能についての意見交換 

 
(3) 第２回ワークショップ 
  日時 令和５年６月 
  場所 つくば市役所 会議室 
  議事 ・策定検討会議への提出意見の取りまとめ 
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